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論

ドイツにおける比較法の発展 (3) 

5 

説

ド
イ
ツ
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展

(3) 

五

十

嵐

清

が次

二三四五

同口

寺

仇

ふ

ん

前
史

一
九
世
紀
前
半

一
九
世
紀
後
半
(
以
上
二

O
巻
四
号
)

二
O
世
紀
前
半
(
ニ

4
ま
で
一
二
巻
一
号
、
以
下
本
号
)

第
二
次
大
戦
後
|
|
む
す
び
に
代
え
て

き

か
く
し
て
、

一
九
二

0
年
代
の
後
半
か
ら
一
ニ

0
年
代
に
か
け
て
、

カ
イ
ザ

l

・
ず
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
を
中
心
と
し

て
、
比
較
法
に
関
す
る
ラ

i
ベ
ル
学
派
が
成
立
し
た
。
こ
の
学
派
の
比
較
法
方
法
論
上
の
最
大
の
功
績
は
、
法
体
系
を
異
に
す
る
国
(
と

く
に
大
陸
法
固
と
英
米
法
国
)
の
聞
の
法
の
比
較
を
機
能
的
比
較
方
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
科
学
的
水
準
に
ま
で
高
め
た
点
に
求
め
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説

ら
れ
る
。
以
下
、
そ
の
方
法
論
の
特
色
を
、
主
と
し
て
、
ラ

1
ベ
ル
の
比
較
法
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
示
す
「
比
較
法
の
課
題
と
必
要
性
」
(
一

九
二
四
年
)
と
、
そ
れ
を
補
足
す
る
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
稿
に
よ
り
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

論

「
比
較
法
と
は
、

一
国
(
ま
た
は
、
法
を
定
立
す
る
他
の
団
体
)
の
法
規
を
一
つ
の
他
の
秩
序
の
法
規
、

ラ
l
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、

は
で
き
る
か
ぎ
り
多
く
の
過
去
ま
た
は
現
在
の
他
の
法
規
と
対
決
さ
せ
る

(
2
3
5ロ
母
円
m
E
N
g
)

」
と
を
意
味
す
る
。
ど
の
よ
う
な
問

題
が

わこ
れこ
わか
れ し
11.こ
研 で
究提
す起
るaさ
よ)れ

そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
解
答
さ
れ
て
い
る
か
、

さ
ら
に
そ
の
解
答
が
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

か
を
、比

較
法
に
は
三
つ
の
分
野
が
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ωド
グ
マ
的
ま
た
は
体
系
的
比
較
法
、

ω歴
史

的

比

較

法、

ω比
較
法
総
論
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
現
行
文
明
諸
国
法
の
比
較
を
目
的
と
す
る
体
系
的
比
較
法
は
も
っ
と
も
緊
急
を
要
す
る
の

に
、
も
っ
と
も
遅
れ
て
い
る
。

件
は
数
多
く
あ
り
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
課
題
を
、
科
学
的
理
想
が
要
求
す
る
よ
う
に
厳
格
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
要

か
つ
困
難
で
あ
る
。
個
々
の
法
規
は
ま
ず
全
体
の
法
秩
序
と
の
関
連
に
お
い
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・
:

L-
つ
ぎ
に
、

「
法
律
の
条
文
だ
け
を
比
較
す
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
o

」
こ
の
点
は
、

(
B
G
B
の
立
法
者
も
含
め
て
)
従
来
の
立
法

者
の
お
か
し
た
悲
し
む
べ
き
欠
陥
で
あ
る
。

「
法
律
は
、
そ
れ
に
属
す
る
判
例
な
し
で
は
、
筋
肉
の
な
い
骸
骨
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な

ぃ
。
そ
し
て
神
経
に
相
当
す
る
の
は
、
通
説
的
見
解
で
あ
る
。
」
こ
れ
は
国
内
法
に
つ
い
て
は
、
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
に
劣
ら
ず
不
可
欠
で
あ
る
。
」

史
的
伝
統
と
法
律
の
誕
生
時
の
知
識
も
、

「
し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
法
形
態
の
生
命
、
機
能
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
法
は
(
コ

ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
)
文
化
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
原
因
と
効
果
か
ら
独
立
に
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
今
日
の
い
わ
ゆ
る
法

事
実
研
究

(
H
N
2
r
g白
神
田
印
円
宮
口
問
。
門
田
ロ
ケ
ロ
ロ
閃
)
や
経
済
法
的
考
察
方
法
は
そ
の
努
力
の
一
例
で
あ
る
。
「
法
の
問
題
に
関
す
る
考
察
の
素

ま
た

北法21(2・2)190 
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，; 

材
は
全
世
界
の
法
、
過
去
と
現
在
の
法
、
法
と
土
地
・
気
候
・
人
種
と
の
関
連
、
諸
民
族
の
歴
史
的
運
命
ー
ー
た
と
え
ば
戦
争
・
革
命
・

国
家
建
設
・
従
属
ー
ー
と
の
関
連
、
宗
教
的
倫
理
的
観
念
と
の
関
連
、
個
人
の
名
誉
欲
と
創
造
力
、
商
品
生
産
と
消
費
の
需
要
、
階
層
・

政
党
・
階
級
の
利
害
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神
的
潮
流
が
作
用
す
る
。
た
と
え
ば
、
封
建
主
義
、
自
由
主
義
、
社

会
主
義
が
そ
れ
ぞ
れ
他
と
異
な
る
法
を
創
り
出
す
。
選
ば
れ
た
法
の
進
路
の
一
貫
性
、
以
上
に
お
と
ら
ず
重
要
な
国
家
と
法
の
理
想
の
探

求
。
以
上
す
べ
て
は
社
会
的
経
済
的
法
的
形
態
の
中
で
相
互
に
条
件
づ
け
て
い
る
。
す
べ
て
の
発
展
し
た
民
族
の
法
は
、
太
陽
と
風
の
下

で
多
種
多
様
に
彩
ら
れ
、
ゆ
れ
動
く
。
あ
ら
ゆ
る
こ
の
振
動
す
る
物
体
が
一
緒
に
な
っ
て
、

形
成
す
る
の
で
あ
る
。
」

ま
だ
何
人
も
知
覚
し
た
こ
と
の
な
い
全
体
を

以
上
の
よ
う
な
実
定
法
の
相
対
性
と
被
制
約
性
が
法
形
成
の
無
限
に
多
様
な
要
素
を
導
く
こ
と
は
、
ポ
ス
ト
以
来
の
比
較
法
学
の
も
っ

と
も
重
要
で
確
実
な
経
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
発
展
説
に
は
科
学
的
根
拠
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
経
験
的
な
比

較
法
に
と
っ
て
は
、
問
題
提
起
以
上
の
意
味
は
な
い
と
す
べ
き
で
あ
る
。
他
方
、

サ
レ
イ
ユ
の
い
う
相
対
的
な
正
し
い
法
の
発
見
に
制
限

ドイツにおける比較法の発展 (3) 

す
る
の
は
狭
す
ぎ
る
。
こ
の
新
し
い
科
学
の
分
野
は
な
お
広
大
で
あ
り
、
制
約
は
な
い
。
そ
の
目
標
は
、
す
べ
て
の
科
学
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、
科
学
の
一
体
性
こ
そ
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

ラ

l
ベ
ル
は
比
較
法
の
効
用
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。

さ
ら
に
、

「
法
の
本
質
と
生
成
、
そ
の
原
因
と
目
的
に
関
す
る
あ
ら

ゆ
る
思
弁
的
考
察
に
と
っ
て
の
比
較
法
の
傑
出
し
た
意
義
に
つ
い
て
は
、
私
は
少
な
く
と
も
暗
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ

れ
が
そ
の
も
っ
と
も
平
凡
な
表
現
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
つ
ね
に
問
題
提
起
の
刺
戟
と
豊
か
さ
で
観
察
に
生
気
を
与
え
、
吟
味

さ
れ
な
い
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
、
概
念
を
純
化
す
る
。
比
較
法
学
者
は
よ
り
客
観
的
に
考
え
る
の
で
あ
る
。
:
;
:

比
較
法
学
者
は
、
そ
の
全
性
向
か
ら
し
て
、
条
文
の
解
釈
で
満
足
す
る
者
よ
り
も
お
う
よ
う
(
唱
。
∞
N

俳
句
巴
で
あ
る
。
彼
は
定
義
に
拘

泥
す
る
こ
と
な
く
、
根
本
観
念
に
迫
る
。
彼
は
究
極
的
に
は
『
立
法
者
』
の
主
観
的
見
解
に
も
、

ま
た
制
度
の
一
時
的
な
形
態
に
も
拘
束

北法21(2・3)191 



説

さ
れ
な
い
。
彼
は
よ
り
単
純
な
形
成
に
つ
と
め
る
。
彼
は
、
問
題
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
、

よ
り
よ
い
目
測
を
も
っ
。
:
:
:
」

「
さ
ら
に
、
比
較
法
は
当
然
に
法
批
判
と
法
政
策
へ
導
く
。
」
ま
ず
、
法
批
判
に
つ
い
て
。

論

「
存
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
理
性
的
で
あ

る
」
と
す
る
へ

l
ゲ
ル
の
こ
と
ば
は
、
ド
イ
ツ
の
租
税
法
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
多
く
の
こ
と
が
、
国
家
組
織
、
行
政
技
術
、
取
引
界

の
慣
習
と
関
連
す
る
。
い
か
に
多
く
の
こ
と
が
恐
意
的
、
邪
道
、
時
代
遅
れ
、
時
期
尚
早
、
当
惑
し
、
数
世
紀
に
わ
た
り
過
っ
て
引
き
ず

ら
れ
て
き
た
こ
と
か
。

つ
ぎ
に
、
法
政
策
の
面
で
は
。
「
比
較
法
は
、
ツ
ィ
l

テ
ル
マ
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
『
解
決
方
法
の
貯
蔵

を
増
加
さ
せ
る
。
人
間
の
想
像
力
は
乏
し
く
、
現
存
す
る
も
の
に
し
が
み
つ
く
。
し
た
が
っ
て
、

dコ
ね

外

E5 
かロ
らユ
の巴
借ニ
用 b
ヵ:記
なdQ
さ g
れ』

た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ロ

l

マ
法
の
継
受
は
、
そ
の
最
大
の
例
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
大
抵
は
素
朴
で
あ
り
、
無
批
判
的
で
あ
っ
た

O
i

-
-
-
た
だ
科
学
的
比
較
法
か
ら
の
み
、
有
意
義
な
依
拠
と
借
用
が
行
わ
れ
る
。
し
か
し
、
比
較
が
ま
さ
に
あ
ち
こ
ち
で
継
受
か
統
一
に
導
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

一
つ
の
も
の
は
、
す
べ
て
の
も
の
に
適
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
」

さ
い
ご
に
、
比
較
法
に
よ
る
法
の
改
善
に
つ
い
て
。
「
比
較
法
に
よ
る
法
の
改
善
だ
け
で
も
、
法
律
の
内
容
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、

ー
ー
ー
決
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
ー
ー
ー
そ
の
技
術
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
く
よ
り
予
防
法
学
(
関
恒
三
乙
日
吉
江
田
1

℃
日
常
ロ
N
)

の
文
書
の
ス
タ
イ
ル
と
発
明
の
才
に
不
断
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
判
例
に
と
っ
て
も
、
豊
か
な
教
化
の
源
泉
で

あ
り
う
る
。
:
:
:
」

以
上
が
、

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
体
系
的
と
は
い
い
が
た
い
が
、
珠
玉
の
こ
と
ば
を
ち
り
ば
め
た
名
論
文
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ラ
l

つ
ぎ
に
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
す
る
r

一
九
二
四
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
に
お
け
る
、

ラ
l
ベ
ル
の
比
較
法
方
法
論
(
引
用
は
効
用
論
に
ま
で
及
ん
だ
が
)
の
骨
子

ベ
ル
学
派
の
方
法
論
の
詳
細
は
、

む
し
ろ
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
り
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

ラ
1

ベ
ル
に
依
拠
し
、
比
較
法
の
第
一
の
要
請
と
し
て
、
宮
司
百
釦
門
氏
。
ロ

の
研
究
の
必
要
性
を
説
き
、

北法21(2・4)192 
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い
で
第
二
の
要
請
と
し
て
、
個
々
の
制
度
を
制
度
全
体
と
の
関
連
で
見
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
た
と
え
ば
、

フ
ラ
ン
ス
の
妻
の
相
続

権
制
度
は
夫
婦
財
産
制
と
綜
合
し
て
考
察
す
べ
き
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
不
当
利
得
法
と
英
米
の
準
契
約

Z
z
z
i
S
E
E
n昨
日
)
と
の
比
較

に
さ
い
し
て
は
、
法
定
信
託
〈
8
5可
ロ
円
安
司
巾
守
口
∞
同
)
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
コ

i
ズ

(
E
Cお
〉
理
論
と

も
関
連
す
る
。
英
米
法
と
ド
イ
ツ
法
の
代
位
責
任

(
i
g
H
F
o
g
-
S
E
E
u
c
の
比
較
で
は
、
ド
イ
ツ
の
不
法
行
為
法
上
の
規
定
の
み
な
ら

ず
、
契
約
責
任
の
規
定
(
履
行
補
助
者
の
過
失
)
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
等
。

「
こ
れ
ら
の
若
干
の
例
に
よ
り
、
本
質
的
な
点
は
、
法
制
度
の
機
能
で
あ
っ
て
、
そ
の
概
念
的
形
式
で
は
な
く
、

そ
れ
が
仕
え
る
目
的

で
あ
っ
て
、
法
体
系
に
お
け
る
そ
の
形
式
的
な
地
位
で
は
な
い
、
こ
と
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
か
に
し
て
社
会
的
利
益
の
現
実
の
紛
争
が
法
秩
序
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
か
?

い
か
に
し
て
問
題
が
生
活
に
よ
っ
て
提

起
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
比
較
に
よ
り
、
き
わ
め
て
し
ば

ドイツにおける比較法の発展 (3) 

し
ば
、
異
な
る
法
制
度
が
同
一
目
的
の
た
め
に
異
な
る
技
術
的
手
段
を
使
用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
o
」
た
と
え
ば
、
英
米
の
ト
ラ

ス
ト
制
度
そ
の
も
の
は
大
陸
法
に
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
目
的
の
相
当
部
分
は
、
他
の
諸
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
達
成

で
き
る
。
も
っ
と
も
、
大
陸
法
に
よ
っ
て
は
達
成
で
き
な
い
ト
ラ
ス
ト
の
目
的
も
あ
る
。
法
政
策
の
理
想
が
両
者
の
間
で
異
な
る
か
ら
で

「
わ
れ
わ
れ
が
法
制
度
を
そ
の
機
能
と
関
連
さ
せ
、
か
っ
、
そ
の
法
体
系
全
体
の
部
分
と
し
て
観
察
す
る
と
き
に
の
み
、
そ
し
て
、

ふ
り
ヲ
匂
。

他
の
法
体
系
の
ど
の
制
度
が
同
一
ま
た
は
類
似
の
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ
う
る
か
に
つ
い
て
発
見
し
た
と
き
に
の
み
、
わ
れ
わ
れ
は
、

二
つ
の
制
度
が
実
際
に
異
な
る
か
ど
う
か
、
ま
た
ど
の
点
で
異
な
る
か
を
知
り
う
る
。
そ
の
よ
う
な
実
際
上
の
相
違
が
い
か
に
比
較
的
ま

れ
に
し
か
存
在
し
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
を
観
察
す
る
の
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
表
面
上
の
あ
ら
ゆ
る
不
一
致
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
欧
文
明
の
一
体
性
は
明
ら
か
に
な
る
。
制
度
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
、
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
と
い
う
第
二

の
佐
官
苧
に
直
面
す
る
。

そ
の
よ
う
な
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
法
概
念
と
法
に
お
け
る
技
術
の
役
割
を
わ
れ
わ
れ
に
理
解
せ
し
め
る
。
各
法
体
系
は
、
そ
の
ル
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説

ー
ル
を
表
現
す
る
た
め
に
、

一
定
の
基
本
的
概
念
を
使
用
す
る
。
異
な
る
法
体
系
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
し
ば
し
ば
異
な
る
。

し
か
し
、

比
較
観
察
に
よ
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
概
念
が
そ
れ
自
身
目
的
を
構
成
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
ら
は
建
造
物
を
作
る

論

た
め
の
ブ
ロ
ッ
ク
以
外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
他
方
、

わ
れ
わ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
形
が
建
造
物
に
い

か
に
影
響
す
る
か
、

そ
の
ス
タ
イ
ル
に
対
し
い
か
に
責
任
が
あ
る
か
を
知
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
時
に
は
法
的
ル

l
ル
の
効
果
に

お
け
る
相
違
が
使
用
さ
れ
た
法
概
念
の
相
違
に
由
来
し
う
る
こ
と
を
見
出
す
。
」

し
か
し
、

比
較
研
究
は
つ
ね
に
法
制
度
の
機
能
か
ら
出
発
し
う
る
わ
け
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
伝
統
的
制
度
を
当
然
の
こ
と
と
思

ぃ
、
そ
の
レ
l
ゾ
ン
・
デ
l
ト
ル
に
つ
い
て
考
え
な
い
。
外
国
法
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、

そ
の
機
能
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
創
造
的
批
判
の

道
が
開
け
る
。
比
較
考
察
の
結
果
、
必
然
的
な
発
展
が
概
念
的
考
震
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
の
脱
出
路
が
一
不

さ
れ
る
。

「
こ
の
機
能
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ー
ー
そ
の
最
初
の
自
覚
的
代
表
者
は
お
そ
ら
く
現
代
フ
ラ
ン
ス
比
較
法
の
建
設
者
、

ラ
ン
ベ

l
ル
で
あ
っ
た
が
|
|
新
し
い
ド
イ
ツ
比
較
法
学
者
の
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
立
法
改
革
に
お
い
て
と
く
に
重
要
な
適
用
を
見

エ
ド
ゥ
ア
l
ル
・

出
す
。
そ
こ
で
は
、
自
国
で
改
革
を
要
す
る
問
題
が
外
国
で
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
る
か
が
示
さ
れ
る
。
現
代
世
界
に
お
い
て
は
、

法
に
よ
る
規
制
を
要
す
る
問
題
肉
、
多
く
の
国
、
と
く
に
類
似
し
た
経
済
構
造
を
も
っ
固
に
お
い
て
は
、
類
似
し
て
い
る
か
、
し
ば
し
ば

同
一
で
す
ら
あ
る
。
比
較
法
は
、
同
一
目
的
の
た
め
に
使
用
さ
れ

V
B
、
ま
た
は
使
用
さ
れ
て
き
た
手
段
の
多
様
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
「
解
決
方
法
の
貯
蔵
」
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
国
で
突
然
発
生
し
、
そ
こ
で
は
全
く
新
し
い
と
思
わ

か
く
し
て
、

れ
て
い
る
問
題
が
、
す
で
に
他
の
国
を
困
惑
さ
せ
、
そ
の
た
め
に
種
々
の
解
決
方
法
が
テ
ス
ト
さ
れ
つ
く
し
た
!
|
そ
れ
に
は
成
功
も
失

敗
も
あ
る
が
l
l
l
こ
と
を
見
る
の
は
、

し
ば
し
ば
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
比
較
法
の
附
加
的
部
門
に
お
い
て
、

そ
の
実
証
的
三
部
門

l
l
民
族
学
的
法
学
、
歴
史
の
比
較
、

ド
グ
マ
的
体
系
的
(
む
し
ろ
機
能
的
)
比
較
法
|
|
の
成
果
が
、
評
価
的
批
判
主
義
、
法
社
会
学
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お
よ
び
法
政
策
学
と
と
も
に
総
合
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
哲
学
に
ひ
ろ
が
り
、
法
と
そ
の
発
展
、
形
式
、
目
的
、
効
果
に
つ
い

て
の
包
括
的
な
見
解
を
目
的
と
す
る
。
」

以
上
が
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
説
く
と
こ
ろ
の
、
ラ
l
ベ
ル
学
派
の
比
較
法
方
法
論
の
骨
子
で
あ
る
。
今
日
、
西
欧
世
界
の
比
較
法

学
者
の
共
通
財
産
と
な
っ
て
い
る
機
能
的
比
較
方
法
は
、
す
で
に
こ
の
時
期
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
ラ
l
ベ
ル
は
た
ん
に

そ
の
点
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
)
、

論
を
実
践
に
移
し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

み
ず
か
ら
研
究
所
の
組
織
的
研
究
を
通
じ
て
、
こ
の
方
法

方
法
論
を
説
く
だ
け
で
な
く
(
む
し
ろ
、

一
九
二

0
年
代
の
後
半
よ
り
三

0
年
代
の
前
半
に
か
け
て
、
繁
栄

の
頂
点
に
達
し
た
。
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
も
主
に
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
に
従
っ
て
叙
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

6 

第
一
次
大
戦
後
に
躍
進
の
は
じ
ま
っ
た
ド
イ
ツ
比
較
法
学
は
、

代
と
の
差
異
は
、

ド
イ
ツ
法
の
理
論
と
発
展
の
中
で
、
外
国
法
の
文
献
を
考
慮
す
る
こ
と
が
全
く
自
然
の
こ
と
と
な
っ
た
。
前
時

エ
ン
ネ
ク
ツ
ェ
ル
ス
・
ヴ
ォ
ル
フ
・
キ
ッ
プ
の
新
版
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
多
く
の

こ
の
時
代
に
な
る
と
、

(3) 

比
較
法
研
究
施
設
の
出
身
の
若
い
学
者
が
教
壇
で
活
躍
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
法
制
度
が
外
国
の
法
現
象
と
比
較
さ
れ
な
が
ら

論
ぜ
ら
れ
、
学
生
に
法
制
度
の
機
能
に
対
す
る
限
を
聞
か
せ
て
い
る
。

ドイツにおける比較法の発展

ド
イ
ツ
法
制
度
の
よ
り
よ
い
発
展
の
た
め
に
外
国
の
法
理
論
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
因
果
関
係
論
に
対
す
る
英
米
法

の
影
響
に
よ
る
保
護
目
的
説
の
始
頭
、
第
三
者
の
損
害
に
対
す
る
契
約
当
事
者
の
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
英
米
法
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
ン

フ
ラ
ン
ス
法
の
白
2
5ロ
島

5
2巾
の
影
響
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

ス、

ド
イ
ツ
法
上
の
重
要
な
問
題
に
関
す
る
研
究
で
、
外
国
の
文
献
を
利
用
し
な
い
も
の
は
、

ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
く
な
っ

か
く
し
て
、

た
。
そ
れ
に
、
外
国
法
に
関
す
る
多
く
の
著
書
、
論
文
が
加
わ
る
。
多
く
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
ほ
か
、
外
国
法
典
の
翻
訳
と
注
釈
の
叢

書、

ヌ
ス
バ
ウ
ム
の

H
E巾
E
2
5口
同

-gγrHσ
口
口
『
宗
門
一

ω円
ゲ
広
島
田
開
巾
ユ

n
y
g耳
巾
回
叩
ロ

E
N
F
Sナ
ロ
ロ
仏
民
国
口
内
】
巾
戸
田

g
n
Z
D
(
巴呂町内・
1
7
グ
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説

円

M
》

ヌ
ス
(
冨
hmロ
ロ
印
〉
の
同
，
与
巾
-
-
g
B
E
E
S
5
2
F
O
E
-
g
阿
川
町
円
宮
、
レ
ス
ケ
と
レ

l
グ
ェ
ン
フ
ェ
ル
ト

(
F
g
w巾l
H
K
石
町
民
巾
E
)
の
口
町

m
R
Z
m
S同

時

o-mロ
ロ
閃
仲
間
H
F
E
R
E同
FOE-mロ
〈
R
E宮
、
そ
し
て
と
く
に
比
較
法
大
辞
典

(
m
R
V仲
間
活
指
E
n
r
g骨
白
出
g
L
d
Z尽
巾
与
E
r

円
M
帥
〉

E
H
仏印∞
N
F
4
F
ナ
ロ
・
国
印
ロ
【
芭
凹
円
台
古
門

Hariロロ【同〉
g
Fロ
仏
巾
回
)
が
刊
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
現
時
の
立
法
問
題
に
関
連
し
て
、
外
国
の
資

料
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
例
と
し
て
、
会
社
法
、
民
事
訴
訟
、
カ
ル
テ
ル
と
独
占
禁
止
、
農
地
賃
貸
借
、
税
法
、
労
働
法
な

論

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
放
送
法
、
空
法
、
映
画
法
、
自
動
車
法
な
ど
の
新
し
い
領
域
に
お
い
て
は
、
外
国
の
資
料
は
と
く
に
重
要

で
あ
る
。

か
く
し
て
、

「
新
し
い
ド
イ
ツ
の
比
較
法
学
は
す
で
に
著
し
い
成
果
を
お
さ
め
た
。
外
国
法
に
つ
い
て
の
豊
富
な
知
識
と
、

そ
れ
に
よ

る
外
国
に
つ
い
て
の
よ
り
よ
い
理
解
と
が
、
国
際
的
法
関
係
に
お
け
る
拡
大
さ
れ
た
便
宜
と
外
国
貿
易
の
促
進
、
立
法
資
料
の
準
備
、
あ

ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
完
全
な
革
新
、
国
際
法
の
よ
み
が
え
り
、
を
も
た

ら
ゆ
る
領
域
に
お
け
る
圏
内
法
の
方
法
に
対
す
る
広
汎
な
影
響
、

ら
し
た
。
」

以
上
の
現
象
は
ド
イ
ツ
だ
け
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
比
較
法
は
す
で
に
以
前
よ
り
開
拓
さ
れ
て
い
た
。
と
く
に
ラ
ン
ベ

ー
ル
の
業
績
の
影
響
は
大
き
い
。
彼
と
レ
ヴ
ィ

H
ユ
ル
マ
ン
の
業
績
は
、
応
用
比
較
法
の
傑
出
し
た
実
例
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
比

較
法
研
究
所
を
設
立
し
、
若
い
比
較
法
研
究
者
を
養
成
し
、

ア
で
は
、

ま
さ
に
当
時
二
つ
の
比
較
法
研
究
所
、

と
く
に
英
米
法
と
イ
ス
ラ
ム
法
の
領
域
で
継
続
的
研
究
を
進
め
た
。
イ
タ
リ

一
は
「
立
法
学
研
究
所

F
2
5
5
0
島

ω
Z会
戸
巾
m
E
R
E」
、
他
は
国
際
連
盟
の
「
私

法
統
一
研
究
所

F
E
E
色
。
刻
。
日
目
。
匂
R
-、ロロ
5
2
N
5ロ
巾
仏
巾
-
u
E
2
。

H
t
s
g」
が
い
ず
れ
も
ロ

1
7
に
設
立
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は

多
く
の
大
学
に
設
立
さ
れ
た
比
較
法
教
育
施
設
の
た
め
の
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ガ
ル
ガ
l
ノ

(r-szz

。出-mEロC
)

教
授
に
よ
り
、
国
際
的
声
価
の
あ
る
雑
誌
〉
ロ
ロ
ロ

R
5
&
O
E
2
0
。
。
日
宮
5
5
が
刊
行
さ
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
実
定
法
学

者
は
解
釈
論
の
た
め
比
較
法
を
利
用
し
は
じ
め
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、

一
九
世
紀
末
以
来
、

「
比
較
立
法
協
会
」
の
手
に
よ
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り
、
す
日
ロ
と
え

(
U
O
B
宮

g
c
s
「巾
m
E
2
5ロ
の
発
行
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
若
干
の
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
比
較
法
が
登
場

し
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
問
機
、
比
較
法
は
諸
大
学
に
お
い
て
正
規
の
地
位
を
見
出
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

」
の
よ
う
な
各
国
に
お
け
る
比
較
法
の
躍
進
を
背
景
と
し
て

「
比
較
法
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の
第
一
回
会
議
が
、
世
界
各
国
か
ら
比

較
法
学
者
を
集
め
て
ハ
|
グ
で
開
か
れ
た
の
は
一
九
三
二
年
で
あ
っ
た
。
参
加
者
の
多
か
っ
た
こ
と
は
、
当
時
世
界
各
国
に
お
け
る
比
較

法
に
対
す
る
関
心
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
こ
の
国
際
会
議
は
、
比
較
法
が
今
後
な
す
べ
き
こ
と
が
い
か
に
多
い
か
を
も

明
ら
か
に
し
た
。
も
し
、
今
後
こ
の
種
の
機
会
が
し
ば
し
ば
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
、
世
界
の
比
較
法
は
ま
す
ま
す
緊
密
に
発
展
し
た
で
あ

ド
イ
ツ
は
世
界
の
大
勢
か
ら
ふ
た
た
び
孤
立
し
た
c

比
較
法
の
発
展

ろ
う
。
し
か
し
、

一
九
三
三
年
ナ
チ
ス
が
政
権
を
奪
取
し
て
以
来
、

が
ふ
た
た
び
国
際
的
に
な
る
た
め
に
は
、
第
二
次
大
戦
の
終
了
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

(3) 

(お

)
H
N与
何
一
-
〉
三
宮
宮
戸
E
Z
c
z
g《比四『一円仏
R
m
R
Z
2
R
m
-
E
n
y
c口問
-HN72ιωnymN2gn『
H
5
-
ω
(
一m
N
S
W
M吋
由
民
・
同
一
内
容
の
も
の
が
一

九
二
五
年
豆
ロ
2
7
2
2
]巳己的円
R
Z
〈

O同
庁
同
料
開
。
の
第
一
冊
目
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
今
日
で
は
の
叩
目
白
日
自
己
件
。
〉
ロ
町
田
和
R
P
戸
ω・二『・

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
の
引
用
は
全
集
販
に
よ
る
。
(
こ
の
論
文
は
き
わ
め
て
難
解
で
あ
り
、
理
解
し
え
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
こ
と
を
お
断
り

し
て
お
き
た
い
。
)
な
お
、
ラ
l
ベ
ル
の
比
較
法
方
法
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
す
で
に

U
B
E
E
r
z
h
C同如何口
r
z
s
a
E各
ロ
ロ
m
E
L
q
C
2
2
7

2
H
r
ζ
z
R
Z
P
P民
間
『
江
町
仲
間
ι同
列
2
7
Z
1
F向
。
吉
凶
qoH口
一
日
(
一
回
一
回
)
-
M
R・
(
の
由
ω
E
B
Z
R
〉
え
E
R
o
-
-
ω
-
N
N
R
-
)
の
中
で
一
部
一
ホ

さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
口
町
出
口

Z
。Z
2
0
L
S
F
F
E
l
t司
H

一E
B
i
T
E
z
z
b
F
;
5
-
E
L再
}
M
g
g
E
E
2
E
C
G
E
E
-
J
5
5
n
Z
S
o
o
-一∞
ω♂

一∞
ω吋
(
の
gω
自
白
色
件
。
〉
え
E
R
P
戸

ω・
3
0
止
し
に
お
い
て
、
そ
の
後
の
発
展
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
格
的
な
比
較
法
に
関
す
る
体
系
書
は

発
表
さ
れ
て
い
な
い
。

(日制
)
2
2
5
5ロ喝の
O
B官
E
Z
F
d
;ロ
仏
の
S
E
E
-同

C
5
5
P
S
S
F
N
(
U
E
E四
o
r
m
z
-
M
ω
N
(
-
u
ω
印
〉
・
こ
の
論
文
は
傑
出
し
て
お

り
、
お
そ
ら
く
世
界
で
は
じ
め
て
機
能
的
比
較
法
を
本
格
的
に
展
開
し
た
論
稿
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
州

ω
「
巳
唱
の
ゆ
E
B自
己
ぽ
〉
戸
『
m
E‘け
N
0
・
田
・

ω・
M
-

同
与
。
f
p
m
-
。・

ω-N
〔
一
二
番
目
の
比
較
法
総
論
と
は
、
ラ
l
ベ
ル
に
よ
れ
ば
、
法
哲
学
へ
導
き
、
今
日
で
は
そ
れ
と
の
限
界
が
疑
わ
し
い
、
と
さ

ドイツにおける比較法の発展

(
お
)

(お〉
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説

れ
る
。
な
お
、
同
与
己
-
p
p
c・
ω・
MM
『
・
参
照
。
こ
れ
に
対
し
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
第
三
部
門
と
し
て
民
族
学
的
法
学

(pyg一O
肉
付
と

』
ロ
ロ
名
E
母
R
と
を
あ
げ
て
い
る
。
閉
山
Z
-
E
S
E
-
Q司
・
円
四
時
・
唱
・
日
品
目
.

(
釘
)
岡
山
。
g
f
p
P
0・
ω・
ω
・

(
お
)
河
内
号
ゆ
ア
回
目
白
・

C
ω
-
A
・

(
却
)

Z

Z

白
r
E
P
M州市町宮田
E
g
n
Zロ『
D
『

Mny己
口
問
・
呂
田
∞
・
な
お
、
石
村
善
治
「
世
界
の
法
社
会
学
」
法
時
四
一
巻
九
号
参
照
。

(
伺
)
列
ω「巳

-hypo-ω
・

ム

〔

(
引
)
河
内
与
三
-
m
y
m
・

o・
ω・印同・

(
位
)
以
下
、
河
与
伶
「

ω
-
P
0・∞
-mig-

(
川
村
)
以
上
は
、
ラ
l
ベ
ル
の
論
文
の
前
半
部
分
で
あ
る
。
後
半
で
は
、
比
較
法
の
歴
史
が
略
述
さ
れ
、
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
よ
り
立
ち
遅
れ
て
い
る
点
が

指
摘
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
イ
ザ
イ
に
拠
っ
て
「
ド
イ
ツ
法
学
の
孤
立
」
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
、
さ
い
ご
に
、
第
一
次
大
戦
後
の
比
較
法
研
究
の
必
要
性

の
自
覚
と
、
比
較
法
研
究
の
手
段
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

(
糾
)
以
下
は
、
閉
山
7
2
5
E
P
C司
号
・

2
y
N
A吋
i
N
包
の
醗
訳
と
要
約
で
あ
る
。

(江川

)
C
B
F
Z
-
C
Fロ

a
s
E仏

H
O
F
H

己
主

B
B宮
志
・

3
8・
し
か
し
、
筆
者
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
今
日
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
意
味
で
機
能
的
比

較
法
を
論
じ
た
の
は
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
は
じ
め
て
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
比
刊
)
拙
著
・
比
較
法
入
門
一
三
一
了
五
九
・
一
五
五
頁
参
照
。

(
円
む
こ
の
点
で
も
、
H
N
与
ω
ア
ロ
包
列
。
n
z
ι
2
者
向
。
己

scr・
-
-
Z
ω
m
-
一
一
回
印
∞
が
代
表
的
業
績
。
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
〈

g

(
U
R
B
S同
H
F
U島内田
2
5
y
o
ω
n
E
E
B
n
v門戸口《
7
牢

m
R
r
g認可四
F
E
H
E
m
-
Z』
巧
一
回
印
デ
印
町
田

(
P
E
E白色件。

ω口買いた
2
7
ω
戸
)
参
照
。

(
川
刊
〉
同
州
7
2
E
Z
5
・
8
・

2
・
3
・
M
印D
l
M
勾
・
以
下
の
注
も
原
則
と
し
て
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
み
に
よ
り
、
執
筆
時
に
原
本
と
照
合
し
て
い
な
い
点

を
お
断
り
す
る
。

論

(
川
刊
)
ラ
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
引
用
し
て
い
る
の
は
、
総
則
(
ニ
ツ
パ

l
ダ
イ
に
よ
る
一
一
一
一
版
、
一
九
一
一
一
一
年
)
、
債
権
(
レ

1
7
ン
に
よ
る
一
一
一
版
、
一

九
三
二
年
)
、
物
権
(
ヴ
オ
ル
フ
に
よ
る
九
版
、
一
九
三
二
年
)
、
親
族
(
ヴ
オ
ル
フ
・
キ
ッ
プ
に
よ
る
七
版
、
一
九
三
一
年
〉
、
相
続
(
キ
ッ
プ
に

よ
る
八
板
、
一
九
三

O
年
)
で
あ
る
。
第
二
次
大
戦
後
、
こ
の
傾
向
は
鉱
大
し
、
と
く
に
、
物
権
は
比
較
法
学
者
ラ
イ
ザ
ー
に
よ
り
こ

O
版
、
一
九

五
七
年
〉
、
相
続
も
比
較
法
史
学
者
コ

l
イ
ン
グ
に
よ
り
(
九
版
以
後
)
改
訂
が
な
さ
れ
た
U

な
お
、
戦
後
新
阪
の
出
な
い
親
族
法
の
巻
は
、
比
較
家
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(3) 

族
法
の
第
一
人
者
、
ミ
ュ
ラ

l
H
フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ス
(
冨
ニ
FHiHり
5
2
E
C
に
よ
る
改
訂
版
が
進
行
中
で
あ
る
。

(
叩
)
ラ
イ
ン
ジ
ユ
タ
イ
ン
は
こ
こ
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
エ

l
レ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク

Q
F
2
2
2巴
と
ヴ
ィ
ル
プ
ル
グ
(
巧
手
日
間
)
を
あ
げ
て
い
る
が
、

岡
山
白
『
ゆ
ア
ロ
忠
河
合
宮
門
宮
司
白
円
。
口
E
z
h
p
ケ
ミ
ω
i日
OU
が
重
要
な
貢
献
。
戦
後
、
〈
・

c
m
s
g
q
F
U
B
P
c
r
r
s
ι
盟

関

E
色
白
E
g
g
g
E
Z凹

5
P
F
S可
宮
Z
-
一
回
目
白
(
の
∞
E
B自
己
Z
W
Z
5
2
ケ

ω∞
印
同
『
〉
に
よ
り
発
展
。
わ
が
国
で
は
、
平
井
「
債
務
不
履
行
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
法
的

構
成
」
法
協
八

O
巻
六
号
八
一
巻
一
号
三
号
が
画
期
的
。

(
引
)
注
釦
(
前
号
八
九
頁
)
所
掲
の
ケ
ス
ラ
!
と
ヴ
ア
ー
ル
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
参
照
。
こ
の
問
題
は
、
今
日
で
は
製
造
者
責
任
に
関
連
し
て
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
の
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
製
造
者
責
任
法
の
現
状
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
六
号
参
照
。

(
臼
)
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
引
用
し
て
い
る
の
は
、

Z
ロ
臣
官
ロ
P
U
E
のゆ一
L-
一
回
目
二
山
符
Z
F
U盟
諸
n
F
Z伺何百
}52-nFO
吋円。ロ
E
ロ
仏
語
長
と
g
E
-

-
S
T
5
-
E『問・

N日

H
h
z
gロ
ι
2
5
z
a
z
E
ω
m
-
m
E
C口問唱』
Z

5
聞
こ
奇
『
znr司
∞
N
(
-
S
M
)
い↓
u
F
E
C
E
-
O
B
R
F
Z四
g
n
z
p
l

z円
宮
出
自
《
笠
ロ

hMMH
仏ゆと
g
-
m
g
-
ι
3
2
8
%
r
F
S
ω
一一

HNzrf
回開
2
2
5
2
0
H
Z
E
F
E内田〉『
S
E
E
m回m
g
n
E
P
-
-
u
ω
O
引の
3
協

B
Bロ
l

り
と
己
f

り
自
河
内
向
Z
《
宮
内
r
g
z
E
E
5・
-Uωoud司
各
一
(
〉
ロ
ヨ
・

ωO)
で
あ
る
。
そ
の
他
、
注
初
所
掲
の
ア
ル
ン
ト
、
ケ
1

ゲ
ル
、
ブ
ロ
マ
イ
ヤ

ー
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
こ
れ
に
属
す
る
。

(日〉

UFゆ
N守
Hr州
2
2
N
m
L
q
C
M向。口君
ω
2・
∞
凶
・
-
日
明
日
ロ
r
a
R
Y
の
Q
h凶
巾

nF〈
同
ア
一
回
ωM
一一∞凶・回目】)島田

NM丘
町
2
7同
開
口
問
一
回
口
ι間
百

何

5
N叩
一
念
円
凹
芯
一
ア

区口問。ロ・一

-MV釦同氏。・

3
2
L出
・
園
口
切
g
m
H
Z
2・《
UC内山仲間
o
n守
P
S
M∞
一
切
仏
・
〈
同
日

ωD看
守

7
Cロル
c
p
一
由
日
吋
一
切
L-M
一
ZDH《同国
ω円
『
ゆ
戸
m
g
L
q噌

一回
ω
ぃ
・
当
初
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
比
較
法
研
究
所
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
が
(
本
誌
前
号
八
五
頁
注
6
参
照
〉
、
ハ
イ
ン
ス
ハ
イ
マ

l
の
死
後
、
ヵ
イ
ザ

l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
が
編
集
す
る
。
わ
が
国
の
「
現
代
外
国
法
典
叢
書
」
に
相
応
す
る
企
画
で
あ
る
が
、
注
釈
は
わ
が
企
画
の
方
が

詳
細
で
あ
り
、
「
欧
米
の
法
学
界
や
出
版
界
に
も
な
い
大
き
な
仕
事
」
(
偲
び
草
一
一
三
頁
)
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
、
=
切
吊
ミ
問
S
L

r
間
己
可
Eω
一
色
己
ロ

2
5
5
σ
ロ
g
ヨ
官
自
己
正
一
ω君
つ
と
い
う
ラ
イ
ン
ジ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
と
ば
は
、
引
用
に
値
し
よ
う
。
月
7
2
5
5
p
c匂・

2
叶・司目

M

印一山口
0
4
庁内w

一(〕一・

(
日
〉
田
喜
一
一

N
E
-
U『DN品
-
M
〉ロ『一-一∞
ω
-
u
E
5
N
H
g
E
g
m口問何度目ユ
mrot--UMmu
出
喜

T
C
H
F各
自
R
Z
-
一
白
川
∞
一
回
忌
品
川
者
2
F
E
l

同R
r
p
N・
〉
丘
一
・

5
ω
0・
こ
の
叢
書
は
表
の
形
で
あ
ら
ゆ
る
国
の
法
律
の
正
確
な
情
報
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
切
L--
一
0
2
N
H
i
z
u
E
N盟問

5
品。ロ

2
『Dh》匹目口
r
g
ω
g
m
w件
。
ロ
ロ
ロ
門
日
子
耳
ロ
欠
。
}CHM固め
P
一巳
ω
O
R
-
一一∞
L・宅

H
U
B
肘
「
司
R
Z
ι
2
2円C旬
伊

Ml

田
宮
口

ω
gえ
2
5口
《
ご
「
河
口
列
。
一
Cロ
庁
口
一
切
門
戸
語

-
F
Z吋
E
Z
C
E
-
2
H
J守
山
可
2
T
仏日

2
『C司
mtR}凶
作
ロ
ロ
ロ
ι
告
白
角
2
8句
E
R
}凶作ロ

ω円g
Rロ
ロ
庁

ドイツにおける比較法の発展
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P
5辛
口
仏
2
-
E
R
s
t
-
E一g

同

U
Z
S可
onyg
山一
E
-
m円一

U
B
m常
宮
牛
耳
〈
旬
巳
ロ
仲
間
同
2
2
2
gロ
g
ロ
〉
B
3
-
F
E
-
-
u
開
手
話
円
}
ヰ
ロ
ロ
L

Z
R
F
E
a
g
E
E
-
g
m・開門『凹
n
E宮
『
2
2
q
g問
・
な
お
、
こ
の
叢
書
は
一
九
六
三
年
以
後
新
版
発
行
中
。

(
日
)
こ
の
辞
典
は
一
九
二
九
年
に
第
一
巻
が
刊
行
さ
れ
、
一
九
四

O
年
に
第
七
巻
第
三
分
冊
が
発
行
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
中
絶
し
た
。
第
一
巻
は
国
別
の
叙

述
、
第
二
巻
以
後
は
各
網
目
ご
と
の
総
合
的
比
較
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
編
集
責
任
者
は
伊
E
刊明
F
R
m
q。
「
す
べ
て
が
同
一
の
価
値
を
も
つ
わ

け
で
は
な
い
が
、
刊
行
の
進
む
に
つ
れ
著
し
く
改
良
さ
れ
た
」
と
い
う
の
が
、
ラ
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
評
。
。
司
・
円
芦
田
)
・

N
8
5
2
呂
田
・
と
く
に
カ

イ
ザ
i

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
の
チ
l
ム
・
ワ
1
ゲ
に
よ
る
も
の
が
傑
出
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
第
四
巻
所
収
の
「
売
買
契
約
」
が
そ

の
例
。
戦
後
、
こ
の
辞
典
の
完
成
が
何
度
か
計
画
さ
れ
た
が
、
つ
い
に
実
現
し
な
か
っ
た
。
代
り
に
、
法
学
国
際
協
会
に
よ
る
「
比
較
法
国
際
エ
ン
サ

イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
ゲ
符
円
S
U
D
S
-
何
ロ
ミ
n
F司
丘
E
え
の
己
ヨ
宮
E
P吊
ピ
宅
」
の
編
集
、
が
目
下
進
行
中
。
ハ
ン
プ
ル
グ
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比

較
私
法
研
究
所
が
そ
の
出
E
千
官
民
R
B
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

(
日
)
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
は
一
九
二
六
年
と
一
一
一
一
年
の
二
度
に
わ
た
っ
て
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
英
米
法
上
の
制
度
の
導
入
を
め
ぐ
っ
て
討
論
が
な
さ
れ

た

(
日
)
こ
の
た
め
、

U
E
N
5一句円。自民同
2
Z
仏
可
欠
ロ
一

z
a
gえ
自
が
刊
行
さ
れ
た
。
編
集
者
は
、

4
5
n
r
p
百
円
Y
冨
g
《Emmerロ
l
F丘
町
三

e-

H
U
m
3
2何百
7
2
の
四
名
。

(
臼
)
こ
の
た
め
、
同
州
Eo--i
戸口
ι
関

O
R
R
R
R
E
L
2
k
r
g
Fロ
含
が
刊
行
さ
れ
た
。
編
集
者
は
イ
ザ
イ
。

(
印

)
C
g
r
&
C
H『
ご
ロ
列
与
。
一
回

N
ム
(
石

ωoγ

均
一
一

O
凹
窓
口
円
。
宮
iH口出片岡
H
5・
U
B
F
n
F
5
n
Fご
ロ
《
凶
作
ロ

2
3
Z
F
R
r
g
F
nロ牛耳
P
N
E
P
-
∞
MU・

一
回

ω口・

(
引

)
ω
符
cmHEι
巧
宮
間
E
E
(
一UN一
戸
)
お
よ
び
〈
百
円
。
ご
与
円
。
ω
R
E
H
F
E同
町
S
E
N
-
F
ω
5
5
q
R
E
(
-
U
N吋
町
民
・
)
誌
上
に
、
外
国
の
立
法
・

学
説
に
つ
い
て
の
リ
ポ
ー
ト
が
多
い
。

(
臼
)
た
と
え
ば
、
宮
D-FSH-ZH官
官
三
宅
lωnFDF
何
日
D刀
匠

R
7
2
〉吋
Z
E
S
Z
E問
問
宮
Z.ω
回ハ目。

ハ
臼
)
剛
山
Z
H
E
R
E
-
C司

nz・司・

M
g・

(
制
)
な
お
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
比
較
法
の
発
展
と
現
状
に
つ
い
て
は
、

C
2
8
]
ケロ
E
司
5
r
r
s
ι
R
m円
E
m
s
a
E
Sロロ問
5
r包
括
ロ
・
〉
門
司
・

5
ツ

-
A
N

参
照
。

(
出
)

説論

も
っ
と
も
、
ガ
ツ
タ
リ
ッ
ジ
は
、
そ
の
「
比
較
法
」

(
一
九
四
九
年
)
の
中
で
、

「
イ
ギ
リ
ス
本
国
に
お
い
て
は
、
比
較
研
究
に
た
い
す
る
好
意
的
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態
度
の
き
ざ
し
は
あ
る
と
は
い
え
、
事
態
は
満
足
す
べ
き
も
の
と
は
い
え
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
水
田
監
訳
二
九
頁
。

(
は
山
)
以
上
も
、
担
任
5
5
p
c司・

2
・宅
-
N
g
i
u

に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
注
の
場
合
と
同
様
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
当
時
の
英
米
比
較
法
に

対
す
る
評
価
は
、
や
や
甘
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
誌
前
号
七
七
頁
注
幻
参
照
。

〈
門
町
)
こ
の
会
議
の
も
よ
う
に
つ
い
て
は
、
杉
山
「
万
国
比
較
法
大
会
の
企
画
」
法
協
四
八
巻
一
号
、
宮
崎
「
国
際
比
較
法
会
議
」
法
協
五
一
巻
九
号
参

照。

(
印
)
も
っ
と
も
、
比
較
法
国
際
ア
カ
デ
ミ
ー
の
第
二
回
会
議
は
一
九
三
七
年
に
開
か
れ
、
こ
れ
に
は
ド
イ
ツ
も
参
加
し
、
ナ
チ
ス
の
新
法
学
を
主
張
し

た。ナ
チ
ス
時
代

ナ
チ
ス
時
代
の
ド
イ
ツ
法
学
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
最
近
よ
う
や
く
本
格
的
な
検
討
が
は
じ
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
段
階
な
の
で
、
こ
の
時

代
の
比
較
法
の
発
展
に
つ
い
て
も
、

ドイツにおける比較法の発展 (3) 

ド
イ
ツ
比
較
法
学
の
主
要
な
担
い
手
で

あ
っ
た
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
系
法
学
者
が
、
こ
の
時
代
に
ど
の
よ
う
な
運
命
を
辿
っ
た
か
を
中
心
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
結
論
的
に
い
え

ば
、
ナ
チ
ス
の
人
種
政
策
の
た
め
、
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
系
比
較
法
学
者
が
国
外
に
亡
命
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
こ
の
た
め
に
、
ド
イ
ツ
比

そ
の
詳
細
は
将
来
に
留
保
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、

較
法
学
は
重
大
な
損
失
を
受
け
た
。
し
か
し
、
他
面
で
は
、
彼
等
が
と
く
に
英
米
両
国
に
お
い
て
活
躍
し
、
大
陸
法
と
英
米
法
の
接
近
と

い
う
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
の
比
較
法
の
飛
躍
を
準
備
す
る
役
割
を
果
た
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
法
学
そ
の
も
の
は
ナ
チ
ス
時
代

に
世
界
の
水
準
よ
り
と
り
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
比
較
法
学
に
関
し
て
は
必
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

歴
史
の
皮
肉
と
い
う
ほ
か
な
い
。

ナ
チ
ス
は
政
権
を
握
る
や
、

一
九
三
三
年
よ
り
三
五
年
に
か
け
て
、

ユ
ダ
ヤ
系
法
学
者
お
よ
び
実
務
家
に
対
し
、
大
学
教
授
、
裁
判
官
、

(

呂

)

〈

4

)

(

5

v

弁
護
士
な
ど
の
職
業
ょ
・
り
追
放
の
措
置
を
と
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
ラ

i
ベ
ル
、
マ
ル
チ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
メ
ン

(

6

)

(

7

)

(

8

)

 

デ
ル
ス
ゾ

1
ン
日
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
、
イ
ザ
イ
、
ヵ
l

ル
・
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
な
ど
、
本
稿
に
す
で
に
登
場
し
て
い
る
比
較
法
学
者
の
名
が
見
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説

え
る
〉
。
そ
の
他
、
研
究
者
ま
た
は
実
務
家
と
し
て
の
活
躍
の
道
が
あ
ら
か
じ
め
鎖
さ
れ
た
若
手
も
多
い
r

彼
等
は
、
学
問
の
自
由
と
生
命

の
安
全
を
守
る
た
め
に
同
国
外
に
脱
出
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
脱
出
先
と
し
て
は
、
受
入
態
勢
の
あ
る
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
が
と

論

く
に
選
ば
れ
た
。
か
く
し
て
、

イ

ギ

リ

ス

へ

は

、

メ

ン

デ

パ

ス

ゾ

l
ン
H

パ
ル
ト
ル
デ
ィ
の
ほ
か
、

(
U
)
 

(
何
吉
田
こ
。

a
n
o
g
-
5
2
1
)、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
(
君
主

m
g
m
E
E
B
S
P
E
S
-
-
ヵ
l
ン
H
フ
ロ
イ
ン
ト

3
5
F
Z
I

P
E
t
g
h
v
リ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン

a
E
ピ
宮
巾
E
W
E
S
-
v、
マ
ン
(
司

E

2円
F
P
Eロ
含

γ
P
E
w
s
n
)
な
ど
が
渡

り
、
ア
メ
リ
カ
へ
は
、
ラ

l
ベ
ル
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
シ
の
ほ
か
、
フ
ル
ダ
(
(
リ
白

H
-
z
-
F
M
E
E
W
E
S
-
)、
ケ
ス
ラ
l
、
ク
ロ
ー
ン
シ

(
印
〉

ュ
タ
イ
ン
(
同

2ロ
HFny
同
B
E
E
P
Z川町
斗

1
)、
ヌ
ス
パ
ウ
ム
(
〉

2
7
5
z
c
m
m
S
E
M・
5
3
1
5
E
)、
リ
!
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ト

(
ω
R
Fロ
|

〉

F
z
n
Z
E
2
3同巾
E)
な
ど
が
渡
っ
た
。
脱
出
先
は
以
上
二
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
(
〉

E
5
8
回

2
s
-
S
F
Y司
自

NW

H∞∞∞
1
5
8
)
と
ヒ
ル
シ
ュ
(
何
吉
田
昨
日

a
n
Y
E
S
-
)
は
ト
ル
コ
に
渡
っ
て
活
躍
し
、
ま
た
コ

l
ラ
1
の
高
弟
の
ア
ダ
ム

2
3
H
l

%
。
。
〉
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
送
ら
れ
、
訴
訟
法
学
者
と
し
て
名
高
い
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
父
子
Q
白
B
E
E
-
閉山。

z
z
c。
E
R
r
g
E
C

は
南
ア
メ
リ
カ
ヘ
逃
れ
た
。
な
お
、
一
九
三
八
年
の
独
域
合
併
は
、
ォ
l

ア
ト
リ
ア
在
住
の
ユ
ダ
ヤ
系
法
学
者
に
も
同
様
な
事
態
を
も
た

エ
l
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
父
子
(
〉
F巾
円
片
岡

W
Y
B
自
宅
a
m
)
、
レ
ン
ホ
ッ
フ
(
〉
え
r
5
T
W阿
佐
。
戸
昆
∞
ω
邑
αω)

マ
ル
チ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
、

コ
ー
ン

ら
し
た
。
こ
の
た
め
、

ど
は
ア
メ
リ
カ
に
去
っ
た
が
、
ソ
ビ
エ
ト
法
の
研
究
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
シ
ェ

l
ン
ド
ル
フ

〈
幻
〉

呂
ω∞
)
は
自
ら
命
を
絶
っ
た
。
さ
い
ご
ま
で
ド
イ
ツ
に
と
ど
ま
っ
た
カ

l
ル
・
ノ
イ
マ
イ
ヤ

l
夫
妻
も
、 ハ

同
り

HF巾
仏
江
口
「

ω円
r
aロ
仏
。
ユ
一

出
向
山
吋

ω
l

ナ
チ
ス
に
命
を
奪
わ
れ
た
。

さ
て
、
外
国
へ
逃
れ
た
学
者
の
う
ち
、

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
ケ
ス
ラ
ー
の
よ
う
に
、
す
で
に
比
較
法
学
者
と
し
て
確
立
し
て
い
る
者

は
、
比
較
的
早
く
教
援
の
ポ
ス
ト
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

マ
ル
チ
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
や
ラ

i
ベ
ル
の
よ
う
な
世
界
的
に
著
名
な
長
老

学
者
に
は
、

と
も
か
く
も
研
究
の
場
が
与
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
他
の
多
く
の
法
学
者
、

イ
ギ
リ
ス
や

と
く
に
若
い
学
者
・
実
務
家
は
、

ア
メ
リ
カ
で
苦
労
し
て
博
士
号
や
実
務
家
と
し
て
の
資
格
を
取
得
し
、
比
較
法
学
者
や
渉
外
弁
護
士
と
し
て
の
活
躍
を
は
じ
め
た
。
彼
等

北法21(2・14)202
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〈

加

〉

の
若
干
は
、
も
と
も
と
比
較
法
に
関
心
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
運
命
に
よ
っ
て
比
較
法
学
者
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第

二
次
大
戦
終
了
後
も
、
彼
等
の
大
部
分
は
放
国
へ
帰
る
こ
と
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
に
と
ど
ま
っ
て
、
比
較
法
学
者
と
し
て
活
躍

合
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

ユ
ダ
ヤ
系
亡
命
学
者
の
活
躍
は
無
視
で
き
な
い
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
場

ジ
ュ
レ
シ
ン
ジ
ャ

l

(
河
口
仏
乙
間
切
・

ω
n
r
r田百
m
m
H
i
H
。
。
。
|
)

を
続
け
て
い
る
。
戦
後
の
両
国
の
比
較
法
の
発
展
に
と
っ
て
、

エ
l
レ
ン
ツ
ヴ
ァ
イ
ク
、

ハ
制
〉

て
は
、
比
較
法
そ
の
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
ど
を
抜
き
に
し

他
方
、

亡
命
比
較
法
学
者
の
英
米
で
の
活
躍
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
法
学
者
に
英
米
法
へ
の
接
近
を
著
し
く
容
易
な
ら
し
め
た
。
彼
等
の

ド
イ
ツ
の
大
学
の
教
授
を
兼
任
す
る
者
も
多
く
、
ド
イ
ツ
で
英
米
法
の
講
義
を
担
当
し
た
。
ド
イ
ツ
か
ら
の
留
学
生
を
心
よ
く
迎

え
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
英
米
法
研
究
の
飛
躍
的
発
展
の
基
礎
は
、
ま
さ
に
ナ
チ
ス
時
代

に
原
因
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

う
ち
、以

上
、
こ
こ
で
は
国
外
へ
去
っ
た
ユ
ダ
ヤ
系
比
較
法
学
者
の
活
躍
を
中
心
と
し
て
考
察
し
た
(
な
お
、
個
々
の
学
者
の
運
命
に
つ
い
て

は
、
注
を
参
照
し
て
ト
た
だ
き
た
い
)
。

ナ
チ
ス
時
代
、
国
内
の
比
較
法
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
多
く
の
比
較
法
研
究
機
関
か
ら
指
導
者

(3) 

が
去
っ
た
。
カ
イ
ザ
l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、

き
、
三
七
年
に
は
ラ
l
ベ
ル
が
所
長
の
地
位
を
奪
わ
れ
た
。
そ
の
他
、

ケ
ス
ラ
l

の
離
脱
に
つ
づ

ドイツにおける比較法の発展

ハ
ン
ブ
ル
グ
か
ら
は
メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ
l

ン
H
パ
ル
ト
ル
デ
ィ
が
、

(
詑
〉

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
か
ら
グ
ッ
ツ
ヴ
ィ
ラ
ー
が
、
所
長
の

プ
レ
ス
ラ
ウ
か
ら
シ
ェ
|
ン
ド
ル
フ
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
か
ら
ノ
イ
マ
イ
ヤ
ー
が
、

地
位
を
奪
わ
れ
て
去
っ
た
。
指
導
者
の
去
っ
た
比
較
法
研
究
機
関
の
痛
手
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
に
、
ソ
ビ
エ
ト
法
研
究
の
よ
う

ナ
チ
ス
政
権
に
よ
り
弾
圧
さ
れ
た
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
々
お
多
く
の
研
究
機
関
で
は
、
ナ
チ
ス
時
代
も
、
さ
ら
に
は
第
二
次
大
戦

Vこ中
も
細
々
な
が
ら
研
究
が
続
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
c

と
く
に
、
カ
イ
ザ
l

・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
で
は
、
こ
の
間
に
新
た

に
ブ
ロ
マ
イ
ヤ

l

(
〉

2
2門
戸
回
目
。
宮
内
ヨ
ア
巴
。
。
)
、
ケ
メ
ラ

l

(
何
百
丘
〈
。
ロ
の
白
巾
g
g巾
B
H・
5
0∞|)、

ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
(
開
。
ロ
g
仏

北法21(2・15)203



説

(
M
的

)

N
d司

g
m巾
3
・
邑
戸
l
u
、
ケ

l
ゲ
ル

(
C
2
Z
E
保
持
巾
「

E
E
)
な
ど
、
第
二
次
大
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
比
較
法
学
界
を
リ
ー
ド
す
べ
き
俊

秀
学
者
を
研
究
員
に
加
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
彼
等
の
手
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
圏
内
に
・
お
い
て
も
、
比
較
法
研
究
は
つ
い
に
と
だ
え
な

論

か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
側
面
か
ら
の
叙
述
で
あ
る
。
比
較
法

と
い
う
問
題
は
残
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

い
ぜ
ん
資
料
不
足
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
し
た
抵
抗
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
い
っ
て

(
拍
〉

よ
い
で
あ
ろ
う
。
理
由
は
と
も
あ
れ
、
ご
の
事
実
は
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
以
上
は
、
比
較
法
学
者
は
ナ
チ
ス
政
権
の
下
で
は
主
と
し
て
被
害
者
で
あ
っ
た
、

学
者
は
と
り
わ
け
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
平
和
の
た
め
に
抵
抗
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
、

(
1
)

最
近
の
研
究
動
向
に
つ
き
、
比
較
法
研
究
一
一
一
一
号
二
二

Q
員
参
照
。
な
お
、
拙
稿
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
法
学
者
|
ナ
チ
ス
私
法
学
の
功
罪
を
中
心
に
」

北
法
一
四
巻
コ
了
四
号
参
照
。

(
2
)
本
稿
は
、
個
々
の
学
者
の
ネ
ク
ロ
ロ
ジ
ー
の
ほ
か
、

p
v
E
E
m
F
E。
〈
q
z一間己ロ
m
L
2

』

5
2
8

』

E
R
Z
H
〉
Z
S
E
E
g
m
E
R
F
L
E

Z
E
C
E一g
N
E一同盟国
E
L
u
g
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
文
献
は
、
百
名
を
超
え
る
ユ
ダ
ヤ
系
法
律
家
の
運
命
に
つ
い
て
叙
述
し
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ

の
う
ち
比
較
私
法
学
に
関
連
す
る
学
者
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
た
。

(
3
)

ラ
l
ベ
ル
は
一
九
三
五
年
に
教
授
の
地
位
を
奪
わ
れ
、
三
七
年
に
は
所
長
の
席
も
奪
わ
れ
た
。
三
九
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
ミ
シ
ガ
ン
大
学
お
よ

び
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
列
2
2
R
Y
〉自

R
5
0
と
し
て
研
究
に
従
事
。
吋
「
仰
の
S
E
E
-
h
C耳
目
・
〉
の
D
B
宮
g
z
z
ω
Z
L
Mコ
ム

〈

D
2
・一回品目
l印∞

を
ほ
ぼ
完
成
し
た
ほ
か
、
第
二
次
大
戦
後
は
、
動
産
売
買
法
の
統
一
の
た
め
に
活
躍
し
、
五
五
年
に
ス
イ
ス
で
死
亡
し
た
。
な
お
、
北
法
一
一
巻
一
号

一
二
四
頁
参
照
。

(
4〉
マ
ル
チ
ン
・
ヴ
オ
ル
フ
は
一
九
三
五
年
退
官
。
三
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
。
ォ
ッ
P
ス
フ
ォ
ー
ド
の
〉

]
}
ω
2一、目。。一一ゆ問。で岡山
2
2
2
7
ω
n
r
c
l

一
日
と
し
て
研
究
に
従
事
o
p
F
S搾

r
z
s
E
C
E
}
円、
ω君
、
一
宝
印
w

日
ロ
仏
丘
一
回
目
を
著
し
た
ほ
か
、
〉
『
B
E』

o
p
z
c一
母
と
と
も
に
、
吋

E片
品

《

r
e
o
-円
円
。
ョ
官
『
h

・ω
〈

o
r
-
-
∞印
Ol印
日
(
拙
著
・
比
較
法
入
門
一
九
六
頁
以
下
参
照
)
を
著
わ
し
た
。
一
九
五
三
年
ロ
ン
ド
ン
で
死
亡
。

(
5
)

ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
経
歴
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
一
一
言
し
て
お
き
た
い
。
一
八
九
九
年
ラ
イ
ン
地
方
の
回
往
穴
耳
目
ロ
R
Y
で
生
れ
る
。
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
大
学
で
法
学
を
学
び
、
そ
こ
で
ラ
l
ベ
ル
と
知
り
あ
う
。
一
九
二
七
年
ヲ
l
ベ
ル
の
ベ
ル
リ
ン
へ
の
転
出
に
と
も
な
い
、
彼
も
同
伴
し
、
ヵ
イ
ザ

北法21(2・16)204



(3) 

ー
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
の
研
究
員
と
し
て
、
行
政
面
で
才
能
を
振
う
。
一
一
一
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
大
学
の
講
師
と
な
る
。
教
授
資
格
論
文

は、

g
o
g
E
-
2
5
ι
2
2『可
a
r
r
g
ω
n
Fロ
E
S
H
Yと
5
2
2
5
8問
}
0
4
B
3
r
g
E
Z口
問
。
口

Z
・一回
ωN-
一
一
一
一
一
一
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
研

究
生
活
の
の
ち
、
三
五
年
よ
り
シ
カ
ゴ
大
学
に
落
着
く
。
〉

E
2
E
H
H
J
o
p
ω
ω
C
F
〉
ω
ω
2
5何回以円。『
2
8
?を
経
て
、
四
二
年
よ
り
正
教
授
。
そ
の
講

座
、
マ
ッ
ク
ス
・
パ
ム
(
宮
ω
H
i
F
B
)
比
較
法
講
座
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
は
じ
め
て
の
比
較
法
講
座
と
い
わ
れ
る
(
一
九
三
六
年
よ
り
)
。
戦
後
の

ラ
イ
ン
ジ
ュ
タ
イ
ン
の
活
躍
は
、
こ
こ
で
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
存
世
界
最
大
の
比
較
法
学
者
と
い
っ
て
よ
い
。
一
九
六
八
年
、
シ
カ
ゴ
大
学
を
定
年

退
職
。
六
九
年
に
は
、
七

O
才
の
誕
生
を
祝
し
て
、
世
界
中
の
学
者
よ
り
論
文
集
、
何
日
可
ロ

S
Z自
の
E
江戸

M
F
M
切
除
・
を
捧
げ
ら
れ
た
。
祝
賀
文

と
し
て
、
同
書
に
お
け
る
ロ
え
p
ζ
E
2
3
3
5
l
r
zロ
戸
見
当
牛
肉
の
ほ
か
、

N
Z
H問符叶ア】
N
3
2
・
主
一
目

g
S
E
m
-
H
U
E
m
N
ω
ω
・

品
。
∞
参
照
。

(
6
)

メ
ン

J

ア
ル
ス
ゾ
ー
ン
H
パ
ル
ト
ル
デ
ィ
は
ハ

ν
ブ
ル
グ
大
学
の

ω2HMZRbp円
k
p
E
F出品開
R
E
-
-ロ
z
s
a
E
E一g
H
Mユ
S
7
5丘
可
B
N何回円。
n
r

の
初
代
所
長
。
一
九
三
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
亡
命
。
翌
年
よ
り
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
教
え
る
。
三
六
年
に
死
亡
。

(
7
)

イ
ザ
イ
は
、
本
稿
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
「
ド
イ
ツ
的
法
思
考
の
孤
立
」
を
警
告
し
た
学
者
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
が
、
一
九
三
四
年
に
は
、

名
誉
教
授
の
ポ
ス
ト
を
失
ぃ
、
ま
た
そ
の
特
許
権
法
の
書
物
は
禁
書
と
さ
れ
た
。
三
八
年
に
死
亡
(
な
お
生
年
は
一
八
七
三
年
)
。

(
8
)

ノ
イ
マ
イ
ヤ
1

に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
八
三
頁
注
5
参
照
。

(
9
)

の
ユ
司
℃
吉
明
2
・
P
ω

。・

ω
・
8
l一o
f

(
叩
)
フ
リ
ー
ド
マ
ン
、
リ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
、
マ
ン
、
ブ
ル
ダ
な
ど
、
が
そ
の
例
。
後
注
参
照
。

(
け
)
コ

l
y
は
一
九
三
二
年
プ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
の
民
法
正
教
授
に
任
命
さ
れ
た
が
、
ナ
チ
ス
党
に
妨
害
さ
れ
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
コ

l
ン
事
件
と
い
わ

れ
る
0

2

一
三
年
に
ス
イ
ス
へ
逃
亡
。
つ
い
で
イ
ギ
リ
ス
に
渡
る
。
ロ
ン
ド
ン
で
切
R
1
2
R
l
ω
7
C司
と
し
て
活
躍
。
教
授
活
動
も
す
る
。
五
七
年
に

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
名
誉
教
授
を
兼
ね
る
。
比
較
法
の
聞
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
司
法
制
度
を
ド
イ
ツ
に
伝
え
る
ほ
か
、
ド
イ
ツ
法
を
英
語
国
民
に
紹

介
す
る
点
で
活
躍
。
冨
自
己
と
え

P
B
E
C
F
〈
♀
一
・

0
3
3二
口
可
a
R
gロ
E
L
c
t
-
C
F
M
E
a
-
-
u
g
な
ど
が
あ
る
。

(
門
は
)
現
在
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
と
し
て
世
界
的
に
有
名
な
フ
リ
ー
ド
マ

γ
は
、
一
九

O
七
年
ベ
ル
リ
ン
の
生
れ
。
三

O
年
に
ベ
ル
リ

γ
で
博
士
号
取
得

(
巴
何
回
。
s
n
Z
Eロ
m
m
E『百ロ
m
F
B
E
m
E
l
m
B
3
E
E
R
7
0ロ
問
。

n
r臼
昨
日

Mmw
一回
ω巴
。
一
二
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
一
一
一
六
年
に

v
p巳
2
0『戸
ω唱

(
ロ
ン
ド
ン
)
、
三
八
年
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
の
岡
山
E
牛
肉
宮
仁
耳
、
四
七
年
に
博
士
号
取
得
。
四
七
年
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学

公
法
教
授
、
五

O
年
よ
り
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
大
学
教
授
、
五
五
年
よ
り
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
移
る
。
数
多
い
業
績
の
う
ち
、
と
く
に
吋
宮
冨
え
ユ
l

ドイツにおける比較法の発展
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説

E
S
E
-
ω
H
D司
q
q
c
d
F
一回目印

HHL者
百

ω
(
U
V
E包
口
問

ωon百
戸
一
回
目

U
u
Z聞と

H，
Z
Dミ・

r
r
E
-
石
田
吋
な
ど
を
比
較
法
に
対
す
る
貢
献
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

(
日
)
カ

l
ン
H
フ
ロ
イ
ン
ト
は
現
在
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
比
較
法
講
座
の
教
授
で
あ
る
が
、
一
九

O
O年
ド
イ
ツ
で
生
れ
た
。
二
五
年
に
フ
ラ
ン
ク

ア
ル
ト
で
博
士
号
を
と
る
。
二
八
年
よ
り
ベ
ル
リ
ン
の
労
働
裁
判
所
に
勤
務
。
三
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
る
。
三
五
年
に
宮
自
件
。
円
。
同
ピ
者
と
な
る
。

ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
を
経
て
、
六
五
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
移
る
。
比
較
労
働
法
学
者
と
し
て
世
界
的
に
有
名
で
あ
り
、
「
比
較
法
国
際
エ
ン
サ

イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」
の
第
一
四
巻
労
働
法
の
口

F
E
丘比
C円
で
あ
る
。
そ
の
他
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
就
任
講
義
、
。

O
B宮
E
巳

4
2
F
d〈
忠

臣

〉
g
L。
E
n
ω
ロゲ』

R
F
一
Um印
は
、
比
較
法
の
理
論
に
と
っ
て
興
味
深
い
。

(
川
門
)
リ
プ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
九

O
九
年
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
生
れ
る
。
ラ

l
ベ
ル
の
下
で
研
究
生
活
に
入
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
一
二
四
年
に
イ
ギ
リ
ス

に
渡
る
。
三
六
年
に
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
で
博
士
、
三
七
年
に
助
手

o
m毛
色
昨
日
を
経
て
、
四
六
年
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
「
胃

2
5円
。
五

O
年
に

∞ω旦
同
窓
円
l
弘
l
F
邸
宅
。
五
六
年
に
の
一
旬
。
(UG--
。
問
。
の
明
均
一
一
C
唱
と
な
る
。
比
較
法
の
面
で
は
、
一
九
五
五
年
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
で
関
か
れ
た
「
ス
イ

ス
に
お
け
る
法
の
継
受
」
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
に
出
席
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ピ
℃

ω
5
p
吋
}
回
。
剛
山
円
名
号
ロ
D

『
巧
2
5ロ
円
、
郎
君

E
、叶己吋
ra-

〉ロロ
ω宮
内
r
r
F
2
}志
内
庁
舎
D伊丹仏、
r
H
E
E
-
-
一∞印

mw
同y

二

え

ω・
そ
の
他
、
「
比
較
法
国
際
エ
ン
サ
イ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ア
」
第
三
巻
国
際
私
法

の
の

F
E
a
t
2
と
し
て
活
躍
中
。

(
日
)
マ
ン
は
一
九
二
九
年
よ
り
マ
ル
チ
ン
・
ヴ
オ
ル
フ
の
助
手
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
が
、
三
三
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、
研
究
を
継
続
。
三
八
年
に
ロ

γ
ド
ン
で
博
士
号
を
と
る
。
以
後
、
ロ
ン
ド

γ
に
あ
っ
て

ω
G
E
n
-
Z『
と
し
て
活
躍
。
と
く
に
貨
幣
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
世
界
的
権
威
で
あ
る
。

↓z
r
聞
に
〉
8
2同
色
沼
g
a
-
一回

ω∞
λ
ロ
仏
包
・
↓
由
印

ω
H
U
E
H
N
R
E
L
g
の
色
仏
2
・
2
5
『ゅの

Y
Z
2£
-anygL巾

C
E
3
5
r
c口
問
自
問
仏
角

。『ロロ
L
F問
。
仏
g
E
m
-
-
R
Y
g
m
o
n
r
a
-
-
申
芭
が
そ
の
主
著
。

(
日
)
フ
ル
ダ
は
一
九

O
九
年
ベ
ル
リ
ン
で
生
れ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
、
ベ
ル
リ
ン
で
法
学
を
学
び
、
博
士
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
追
放
。

三
三
年
に
亡
命

0

フ
ラ
ン
ス
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
三
八
年
に
イ
ェ
l
ル
大
学
で
回
R
Z
-
2
0町
仁
耳
目
を
と
る
。
戦
時
中
は
ア
メ
リ
カ
の
官

庁
で
勤
務
。
四
六
年
以
後
、

Z
2
V
日
u
J
C
E
C
ω
S
F
H，
oHB
各
大
学
の
教
授
と
し
て
活
躍
。
ア
メ
リ
カ
内
で
は
競
業
法
や
交
通
法
の
分
野
で
論

文
が
多
い
ほ
か
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
講
義
を
し
て
い
る
。
最
近
、
ア
メ
リ
カ
法
の
入
門
書
、
巴
ロ

E
F
2
5聞
包
内
田
島
問
。
n
r
ι
q
d・
ω・
〉
よ
呂
田
町
を

出
版
し
た
。
〉
g
g
n
E

』

2
5と
え
の

8
6
R
2
2
亡
者
の
編
集
者
の
一
人
。
な
お
、
本
注
は
、
前
掲
書
末
尾
の
著
者
紹
介
に
よ
る
。

ケ
ス
ラ

I
は
前
述
の
よ
う
に
カ
イ
ザ
l
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
比
較
私
法
研
究
所
の
当
初
か
ら
の
研
究
員
で
あ
り
、
一
一
一
一
年
に
は
ベ
ル
リ
ン
商
科
大
学
の

論

(
げ
)
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(3) 

講
師
と
な
る
(
前
偽
盟
。

F
r
ユ
R
E四
r
Z
E
ロロ円含
5
3
r
a
R
Y
g
U尚一回
r
g耳打
E
-
一回

ω一
が
教
授
資
格
論
文
)
。
彼
自
身
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
は

な
い
が
、
ナ
チ
ス
の
反
対
者
で
あ
り
、
か
つ
夫
人
が
ユ
ダ
ヤ
系
の
た
め
、
三
四
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
三
五
年
に
イ
ェ

l
ル
大
学
の
講
師
お
よ
び

〉
自

U
S
Z
P
O
P自
己
と
な
り
、
一
一
一
八
年
に
は
シ
カ
ゴ
大
学
の
〉

E
2
2
S
M
U
B『

2
8吋
、
四
二
年
に
イ
ェ

l
ル
大
学
に
戻
り
、
四
七
年
よ
り
正
教
授
。

現
在
、
ア
メ
リ
カ
で
の
契
約
法
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ω
E弓
と
の
共
著
、
。
。
ロ
可
R
2・。
ω時
ω
B
L
冨
え
耳
目

ω-P
一回目

ω
が
あ
る
。

(
川
内
)
ク
ロ
ー
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
マ
ン
ハ
イ
ム
で
弁
護
士
を
し
て
い
た
が
、
三
五
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
ロ

l
ス
ク
ー
ル
で
学
ん
だ
後
、

四

O
年
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
の
教
授
、
四
六
年
よ
り
正
教
授
と
な
る
。
な
お
五
五
年
よ
り
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
大
学
正
教
授
を
兼
ね

る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
独
占
禁
止
法
の
権
威
と
し
て
知
ら
れ
、

F
F一
母
百
〉

g
a
n
g
〉
E
X
2え円、
E
J
呂
田
が
あ
る
。

(
川
口
〉
ヌ
ス
パ
ウ
ム
は
一
八
七
七
年
ベ
ル
リ
ン
で
生
れ
る
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
法
学
を
学
び
、
当
初
は
弁
護
士
業
務
に
従
事
。
一
九
一
四
年
に
教
援
資
格
を

と
り
、
教
授
と
し
て
も
活
躍
す
る
。
「
法
事
実
の
研
究
河
内
円

r
z
s
z
R
Z巳
2
R
Y口
口
問
」
を
提
唱
す
る
。
一
九
三
四
年
巴

2
邑
一
吉
に
招
か
れ
て
ア
メ

リ
カ
に
渡
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
客
員
教
授
と
な
り
、
二
一
九
年
に
は
同
2
2
R
V
H
ν
5
5
m白
色
司
ロ

r
r
c
d々
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
で
も
多
く
の
著

書
を
英
語
で
出
版
し
、
高
い
評
価
を
受
け
る

o
Z
S
G
5

同

F
O
F
F
-
u
ω
∞
-
M
E
a
-
z
g
u
H
ν
江
口
円
笠
宮
え

H
J
F
S
R
F
R
5
3
0ロ
回
二
L
F

↓

uお
な
ど
。
一
九
六
四
年
八
七
才
で
死
亡
。
そ
の
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
l
に
つ
い
て
は
、

z
g
m
g
c
p
u庁
間
免
吉
田

Sけ

g
岳
g
F円R
F
E
m
-
-
u
g
-
ω
-
U

〉
ロ
ヨ
・
日
お
よ
び
同
書

ω・
由
民
・
(
岡
山
内
r
r
E
L
2の
解
説
)
参
照
。

(
加
)
リ
l
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ト
に
つ
い
て
は
詳
細
不
明
。
ミ
ネ
ソ
タ
大
学
を
経
て
、
現
在
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
パ
ー
ク
レ

l
の
教
授
。
後
掲
の
エ
1

レ
ン

ツ
ヴ
ア
イ
ク
と
と
も
に
、
バ
ー
ク
レ
ー
比
較
法
陣
の
中
心
で
あ
る
。

(
引
)

γ

ュ
ヴ
ア
ル
ツ
は
一
八
八
六
年
ブ
ダ
ベ
ス
ト
で
生
れ
る
。
両
親
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
系
。
ロ
マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
一
九
一
二
年
ラ
イ
プ
チ
ツ
ヒ
で
講

師
。
二
六
年
に
チ
ュ

l
リ
ツ
ヒ
の
教
授
と
な
り
、
一
一
一

O
年
フ
ラ
イ
プ
ル
グ
に
移
る
。
一
一
一
一
一
一
年
追
放
に
な
り
、
ト
ル
コ
に
渡
り
、
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
大
学

教
授
と
し
て
活
躍
。
比
較
法
に
関
し
て
は
、
と
く
に
法
の
継
受
問
題
に
造
詣
が
深
く
、
そ
れ
ら
の
論
文
は
、

ω円
『
者
向
♂
岡
山
onr
王将
ω
n
v
E
5
5仏

の
お
巾
口
耳
R
Y
石
巴
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
三
年
に
死
亡
。
ネ
グ
ロ
ロ
グ
!
と
し
て
は
、
巧

E
n
r
F
の
H
A
F
E
E
E
L
F
S
V
E
T
-
u
E
w
ω
・

ドイツにおける比較法の発展

M
M
0
.
 

(
辺
)
ヒ
ル
シ
ュ
は
一
九
三

O
年
フ
ラ
ン
ク
ア
ル
ト
大
学
講
師
と
な
っ
た
が
、
三
三
年
に
ト
ル
コ
に
渡
る
。
は
じ
め
は
イ
ス
タ
ン
プ
ー
ル
大
学
教
授
、
四
三

年
よ
り
ア
ン
カ
ラ
に
移
る
。
ト
ル
コ
時
代
に
ト
ル
コ
語
で
発
表
し
た
業
績
が
多
い
。
五
二
年
に
ド
イ
ツ
に
戻
り
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
教
授
と
な

る
。
六
四
年
同
大
学
に
「
法
社
会
学
研
究
所

r
a
z
こ
Z
H
m
2
7
Z
O
N
E
-
D官

g
L
m
R
Y宣
告
白
円

y
g
r
a
n
y
g巴
を
開
設
、
み
ず
か
ら
所
長
と
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説

な
る
。
そ
の
法
社
会
学
の
論
文
集

U
B
河内内

E
E
g
g
-
g
o
a
Eロ岡田岡
B
H問。・

3
8
の
中
に
は
、
法
の
継
受
に
関
す
る
若
干
の
論
文
が
見
ら
れ

る。

〈
お
)
ア
ダ
ム
は
民
族
学
的
法
研
究
の
分
野
で
の
コ

l
ラ
l
の
弟
子
で
あ
り
、
一
九
一
七
年
よ
り
か
回
再
『
E
b
b
-円
ヨ
お

E
n
y
g除
問
a
r
g玄
関
河
口
同
与
え
同

の
編
集
者
、
一
九
三

O
年
ベ
ル
リ
ン
の

F
E
Z同
岳
肖
〉

5
r
E堅
官
宮
の
民
族
学
的
法
研
究
部
門
の
講
師
と
な
る
。
一
二
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
り
、

四

O
年
に
抑
留
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
送
ら
れ
た
が
、
四
二
年
に
釈
放
さ
れ
、
メ
ル
ボ
ル
ン
大
学
で
豆
と
白
河
2
2
5
r
m
w
r
O
F
a
y
-唱
を
得
る
。
四

七
年
に
は
同
大
学
の
民
族
学
の
講
師
、
五
七
年
に
は
メ
ル
ボ
ル
ン
民
族
学
博
物
館
の
館
長
(
の
ロ

g
g司
)
と
な
る
。
六

O
年
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
旅
行
中
、
ポ

ン
で
客
死
。
そ
の
人
と
業
績
に
つ
い
て
は
、

N
Z円
四
二
凶
巧
包

(
-
8
3
二
戸
参
照
。
な
お
、
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
ー
は
、

N42m-
一md司
自

ω
(
-
8
3
の
巻

頭
に
あ
る
。

な
お
、
お
な
じ
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
送
ら
れ
た
者
と
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
法
専
攻
の
弁
護
士
出
色
ロ
ユ
円

F
F
2
H丘
(
5
8
1
3怠
〉
が
い
る
。
彼
は

戦
時
中
ず
っ
と
抑
留
さ
れ
、
悲
惨
な
生
活
を
送
っ
た
。
ス
ラ
ヴ
研
究
一
五
号
掲
載
予
定
の
拙
稿
参
照
。

(
吋
け
〉
父
ヤ
l
メ
ス
¥
コ
ー
ル
ド
シ
?
ミ
ッ
ト
は
訴
訟
状
態
説
で
有
名
な
訴
訟
法
学
者
。
ベ
ル
リ
ン
大
学
教
授
で
あ
っ
た
が
、
三
三
年
に
そ
の
地
位
を
失

ぅ
。
同
年
よ
り
三
六
年
ま
で
ス
ペ
イ
ン
の
各
大
学
で
講
義
。
ス
ペ
イ
ン
内
乱
の
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
を
経
て
、
南
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
、
モ
ン
テ
ヴ
ィ
デ
オ

大
学
で
講
義
を
す
る
か
た
わ
ら
、
多
く
の
著
作
を
ス
ペ
イ
ン
語
で
発
表
。
晩
年
は
と
く
に
法
哲
学
に
関
心
を
も
っ
た
。
「
ド
イ
ツ
文
化
の
大
使
か
つ
プ

ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
」
と
評
せ
ら
れ
る
。
一
九
四

0
年
同
地
で
死
亡
。
そ
の
死
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
で
は
無
視
さ
れ
、
よ
う
や
く
一

O
年
後
に
名
誉
回
復

し
た
。
追
悼
文
と
し
て
、
思
届
任
・

ωηrgEFω
尚
一

ug-
主
プ

ω
n
r
s
r。
.
U
H凶
N
3
g
・
日
吋
印
一
回
2
E
F
Z』
者
一
∞
印

0・
日
町
一
岡
山

c
z
z

。95円
r
g正
7
〉
門
司
一

2
.
ω
8
.

ロ
ベ
ル
ト
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
一
九

O
七
年
ヤ

1
メ
ス
の
子
と
し
て
ベ
ル
リ
ン
で
生
れ
る
。
一
一
一
一
一
年
に
同
地
で
裁
判
官
に
な
っ
た
が
、
翌
年

イ
タ
リ
ア
に
去
り
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
ミ
ラ
ノ
で
研
究
に
従
事
。
四
一
年
に
南
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
経
て
、
ヴ
ェ
ネ

ズ
エ
一
フ
の
カ
ラ
カ
ス
に
落
ち
つ
く
。
同
所
で
比
較
法
学
者
と
し
て
教
育
と
実
務
に
貢
献
す
る
。
著
書
と
し
て
、

F
E告
富
母
弘
司
丹

}
5
8
g宮日《凶
0
・

M
g
r
.
一
u
g
が
あ
る
。
六
五
年
カ
ラ
カ
ス
で
死
亡
。
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
!
と
し
て
、

m
S
L
u
r
m
r
N
ω
0・
さ
一
・

(
お
)
父
子
と
も
に
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ェ

l
レ
ン
ツ
ヴ
ア
イ
ク
。
父
(
一
八
七
五
|
一
九
五
五
)
は
有
名
な
保
険
法
学
者
。
一
一
一
九
年
に
オ
ヲ

γ
ダ
に
渡
り
、
さ

ら
に
四

O
年
に
ア
メ
リ
カ
に
移
る
。
そ
こ
で
の
生
活
は
き
び
し
か
っ
た
と
の
こ
と
。
四
九
年
に
ウ
ィ
ー
ン
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
エ

i
レ
ン
ツ
ヴ
ア

イ
ク
二
世
(
一
九

O
六
年
生
れ
〉
は
、
戦
後
我
妻
教
授
を
通
じ
て
い
ち
早
く
紹
介
さ
れ
た
、
ア
メ
リ
カ
在
住
の
亡
命
比
較
法
学
者
で
あ
る
(
民
法
研
究

論
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ドイツにおける比較法の発展 (3)

W
H

二
九
二
頁
参
照
)
。
三
七
年
に
ウ
ィ
ー
ン
大
学
講
師
と
な
っ
た
が
、
翌
年
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
。
シ
カ
ゴ
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
ア
メ
リ
カ
法
を
学
び
、
四

七
年
に
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
客
員
教
授
、
翌
年
正
教
授
と
な
る
。
比
較
法
(
と
く
に
損
害
賠
償
法
)
、
国
際
私
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
こ
と
、
い
う

ま
で
も
な
い
。

(
お
)
レ
ン
ホ
ッ
プ
は
ウ
ィ
ー
ン
で
弁
護
士
、
大
学
講
師
を
経
て
、
一
九
三

O
年
よ
り
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
裁
判
所
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
の
ブ
ラ
ツ

ク
リ
ス
ト
に
の
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
独
撲
合
併
時
に
ス
イ
ス
に
い
た
た
め
難
を
免
れ
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ
!
大
学
の

教
授
と
な
る
。
五
五
年
に
は
り
回

ω昨日
間
己

ωyapc『

2
8円
。
同
戸
俗
語
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
る
。
比
較
労
働
法
の
分
野
で
の
活
躍
が
注
目
さ
れ
る
。

一
九
六
五
年
死
亡
。
ネ
グ
ロ
ロ
ジ
!
と
し
て
、

m
w
Z
2
5問。
F
H
N
ω
F
r
N
ω
0・
NC一-

(
幻
)
シ
ェ
i
ン
ド
ル
フ
は
第
一
次
大
戦
後
ソ
ビ
エ
ト
よ
り
亡
命
し
、
一
九
二
二
年
よ
り
プ
レ
ス
ラ
ウ
の

0
2
2
3宮
l
H
E
E
E
の
法
律
部
門
の
部
長
、

さ
ら
に
プ
レ
ス
ラ
ウ
大
学
員
外
教
授
と
し
て
、

cm可
2
Z
と
国
際
私
法
の
研
究
・
教
育
に
従
事
し
て
い
た
。
三
三
年
に
研
究
所
と
大
学
よ
り
追
放
さ

れ
、
ウ
ィ
ー
ン
に
亡
命
。
一
二
八
年
独
摸
合
併
の
と
き
自
殺
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

ζ
E
E円
F
ω
ω
・
0
・
(
本
誌
前
号
八
七
頁
注
目
〉

ω・
コ
ロ
・

3
1

5
・
な
お
、

c
f
yロ
m
F
ω
P
O目

ω・一
ω一
に
よ
れ
ば
、
一
二
四
年
か
三
五
年
に
自
殺
し
た
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
マ
ウ
ラ
ツ
ハ
に
よ
る
。

(
お
)
前
掲
の
ロ
ベ
ル
ト
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
レ
ン
ホ
ッ
フ
を
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
刊
日
)
シ
ユ
レ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
つ
い
て
は
、
ゲ
ツ
ピ
ン
ガ
l
の
前
掲
書
に
言
及
が
な
い
が
、
一
九

O
九
年
ド
イ
ツ
に
生
れ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
学
ん
だ
後
、
ァ

メ
リ
カ
に
渡
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
・
ロ
l
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
。
裁
判
官
を
経
て
、
一
九
四
八
年
以
来
、
コ
l
ネ
ル
大
学
で
比
較
法
を
講
じ
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
で
最
初
の
比
較
法
の
ケ
l
ス
ブ
ッ
ク
、

p
g宮
E
5
F
2
一
p

g

g
仏
三
3
5
}
ω
・
5
0・

MEa--gu
の
著
者
。
最
近
で
は
、
「
法

体
系
の
共
通
の
核
心
」
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
コ
l
ネ
ル
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
指
導
者
と
し
て
世
界
的
に
有
名
。
そ
の
成
果
は
、

ωnV-2-口問
2
・

m，

C
H
B
S
C口
C問
。
。
ロ
可

ω口同
ω
一
ωω2ι
『
え
の
0
5
5
8
の
D
5
0『
「
何
回
巳

ω百件。
g
-
N
S
F
-
呂
町
∞
・
な
お
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
法
の
研

究
お
よ
び
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
」
北
法
一
九
巻
四
号
七
五
四
頁
参
照
。

(
釦
)
前
注
の
拙
稿
参
照
。

(
引
〉
こ
の
こ
と
は
、
ナ
チ
ス
が
ド
イ
ツ
を
支
配
せ
ず
、
さ
ら
に
第
二
次
大
戦
が
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
比
較
法
は
今
日
の
よ
う
な
発
展
を
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。

グ
ツ
ツ
ヴ
ィ
ラ
l
に
つ
い
て
は
、
本
誌
前
号
八
五
頁
注
6
参
照
。
彼
は
、
ス
イ
ス
国
籍
の
た
め
ナ
チ
ス
政
権
に
追
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

ζ
E
g
n
v
-
P
P
0・
ω・
5

R
な
お
、
こ
の
点
も
「
ス
ラ
ヴ
研
究
」
一
五
号
で
扱
う
予
定
で
あ
る
。

(
幻
)

(
お
)
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説

(
糾
)
ブ
ロ
マ
イ
ヤ
l
に
つ
い
て
は
、
北
法
一
一
巻
一
号
一
四
五
頁
参
照
。
現
在
は
東
西
岡
ド
イ
ツ
法
の
比
較
の
分
野
で
の
第
一
人
者
。

(
お
〉
ケ
メ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
北
法
一
一
巻
一
号
一
回
三
頁
参
照
。
現
在
西
ド
イ
ツ
比
較
法
学
会
理
事
長
で
あ
る
。

(
お
)
ツ
ヴ
ア
イ
ゲ
ル
ト
に
つ
い
て
は
、
北
法
一
一
巻
一
号
一
一
五
頁
参
照
。
現
在
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
私
法
研
究
所
の
所
長
で
あ
る
。

(
竹
山
)
ケ
|
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
、
北
法
一
一
巻
一
号
一
三
五
頁
参
照
。
現
在
ケ
ル
ン
大
学
の

F
E
Z叶
宮
ニ
ロ

R
B
E
D
E
E
E
ι
2
m
g口
金
問

V
2

同

ν

ユ
5
5円
吉
の
所
長
。
国
際
私
法
の
第
一
人
者
で
あ
る
。

(
お
〉
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
法
学
者
」
北
法
一
四
巻
三
・
四
号
四
二
五
頁
以
下
参
照
。

(
犯
〉
一
一
回
で
は
、
ナ
チ
ス
の
支
配
は
抵
抗
を
許
さ
な
い
ほ
ど
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
か
、
ユ
ダ
ヤ
問
題
は
筆
者
の
理
解
し
え
な
い
ほ
ど
微
妙
な
問

題
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
他
国
で
は
、
第
一
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
比
較
法
学
が
主
と
し
て
実
際
上
の
必
要
性
に
よ
っ
て
促
進
さ

れ
た
た
め
、
イ
ザ
イ
や
ラ
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
期
待
し
た
よ
う
な
精
神
革
命
が
十
分
に
進
行
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
ラ
1
ベ
ル

自
身
の
ナ
チ
ス
時
代
の
態
度
に
つ
い
て
も
、
批
判
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
削

N
r
a
g
E
P

』
阿
川

-ug・
5
∞
・
第
一
次
大
戦
に
さ
い
し
単
純
な
愛
国

主
義
者
と
な
っ
た
コ

l
ラ
l
の
轍
を
、
ラ
1

・
ヘ
ル
も
踏
ん
だ
と
い
う
べ
き
か
。

論

五

第
二
次
大
戦
後
|
|
む
す
び
に
代
え
て

第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
比
較
法
の
発
展
と
そ
の
現
状
に
つ
い
て
の
本
格
的
検
討
は
、
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
。
そ
の
一
部

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
折
に
ふ
れ
言
及
し
た
が
、
こ
こ
で
は
若
干
の
事
実
と
印
象
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

む
す
び
に
代
え
る
こ
と
に

し
た
い
。
な
お
以
下
は
西
ド
イ
ツ
(
連
邦
共
和
国
)
に
か
ぎ
る
。

一
言
で
い
っ
て
、
現
在
の
西
ド
イ
ツ
は
世
界
に
お
け
る
比
較
法
の
も
っ
と
も
盛
ん
な
国
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
比
較
法
の
国

際
水
準
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
信
用
す
べ
き
デ

l
夕
、
が
な
い
の
で
、
こ
の
こ
と
は
筆
者
の
個
人
的
印
象
に
す
ぎ
な
い
が
、

(
2〉

ラ
ン
ク
比
較
法
研
究
所
の
存
在
だ
け
で
も
、
そ
の
こ
と
は
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
各
大
学
に
比
較
法
の
研
究
・
教
育
施
設
が

【

S
》

あ
り
、
そ
の
数
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
比
較
法
専
攻
者
の
数
も
増
え
つ
つ
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
。
フ
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一
九
五

O
年
に
設
立

さ
れ
た
「
比
較
法
学
会
。

g巾
=
R
E骨
苫
同
列

2
吉田
4
2
m
E
与
E
M
m」
の
貢
献
が
大
き
い
。
学
会
は
七
釈
門
か
ム
な
り
、
隔
年
に
総
会

を
開
く
ほ
か
、
研
究
叢
書
を
刊
行
し
て
い
る
。

研
究
の
組
織
化
の
点
で
は
、

マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
研
究
所
が
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
ほ
か
、

研
究
対
象
国
と
し
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
と
く
に
英
米
法
に
関
心
が
集
中
し
て
い
る
。
戦
前
か
ら
そ
の
傾
向
が
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
前

述
の
よ
う
な
事
情
が
拍
車
を
か
け
た
o
若
手
研
究
者
の
ア
メ
リ
カ
へ
の
留
学
が
多
く
、
両
者
の
法
学
交
流
も
盛
ん
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
今
日

わ
が
国
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
法
研
究
の
双
壁
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、

の
西
ド
イ
ツ
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
の
比
較
法
も
盛

ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

い
う
ま
で
も
な
い
。
と
く
に

E
E
C
に
お
け
る
一
法
の
接
近
と
統
一
が
現
実
に
多
く
の
問
題
を
提
起
し
て
い

る
。
社
会
主
義
法
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
戦
前
高
水
準
に
あ
っ
た

C
2
5
岳民。同
R
r
E
M
m
の
復
活
と
新
た
な
発
展
、
が
よ
う
や
く
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
ア
フ
リ
カ
法
に
つ
い
て
も
、
最
近
次
第
に
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
立
ち
遅
れ
が
目
立
つ
と
い
え
よ
う
。
東
ア
ジ

ア
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
が
将
来
の
問
題
で
あ
る
。

(3) 

比
較
法
の
教
育
の
面
で
も
著
し
い
進
歩
が
見
ら
れ
る
。
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
い
て
、
比
較
法
関
係
の
講
義
や
ゼ
ミ
は
戦
前
に

く
ら
べ
著
し
く
増
加
し
た
。
し
か
し
、
な
お
満
足
す
べ
き
状
態
か
ら
は
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ドイツにおける比較法の発展

さ
い
ご
に
、
比
較
法
の
隆
盛
度
を
計
る
た
め
の
尺
度
と
し
て
、
立
法
・
判
例
・
学
説
に
対
す
る
貢
献
の
程
度
を
見
ょ
う
。
第
二
次
大
戦

後
は
、
立
法
に
対
す
る
比
較
法
の
必
要
性
は
、
も
は
や
自
明
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
判
例
に
対
す
る
比
較
法
の
寄
与
の
問
題
と
な
る

と
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
は
な
お
不
十
分
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
問
。
も
っ
と
も
、
渉
外
事
件
の
解
決
に
と
っ
て
比
較

法
が
不
可
欠
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
学
説
に
対
す
る
比
較
法
の
影
響
も
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
個
々
の
問
題

の
法
的
構
成
に
関
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
方
法
論
自
体
に
対
し
て
も
、

と
く
に
最
近
は
ア
メ
リ
カ
法
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ

が
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
法
学
を
変
革
せ
し
め
る
か
は
、

な
お
将
来
の
問
題
で
あ
る
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説

(
1〉
戦
後
の
西
ド
イ
ツ
比
較
法
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
は
、
白
骨
F
H
¥舎
R
E
ι
B訂

g
B官
弘

g
と
-m目白間口
P
H
N
2
5
5
5
5己
C
E
F
含

門町

CM片

8
8宮
H
R
-

一
回

8
・
吋
三
が
あ
る
が
、
す
で
に
古
く
、
し
か
も
こ
れ
に
続
く
も
の
は
な
い
。

(2)
前
述
(
本
誌
前
号
八
五
頁
注
目
)
の
よ
う
に
、
今
日
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ン
ク
比
較
法
研
究
所
は
五
部
門
に
わ
か
れ
て
存
在
す
る
。
な
お
、

E
a
2
7

N
-
E
m
g
g
ω
「
問
。
〈
・
ム
ロ
ハ

2
2
)
参
照
。
目
巾
開
市
立
は
、
こ
の
種
の
研
究
所
が
ア
メ
リ
カ
で
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
各
研
究
所
の
紹

介
を
試
み
て
い
る
。
な
お
、
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
比
較
法
の
研
究
お
よ
び
教
育
の
現
状
に
つ
い
て
」
は
、
北
法
一
九
巻
四
号
所
収
の
拙
稿
参
照
。

(
3
)

実
定
法
学
者
が
同
時
に
何
等
か
の
意
味
に
お
い
て
比
較
法
学
者
で
あ
る
わ
が
国
に
較
べ
れ
ば
、
そ
の
数
は
問
題
に
な
ら
な
い
が
、
真
の
専
攻
者
の
数

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
わ
が
国
で
も
そ
の
数
が
乏
し
い
と
嘆
か
れ
て
い
る
。
下
山
「
外
国
法
研
究
の
課
題
と
方
法
」
法
律
時
報
三
八
巻
一
二
号
五

頁
。
し
か
し
、
国
際
水
準
か
ら
い
え
ば
、
わ
が
国
で
と
く
に
外
国
法
専
攻
者
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

(
4〉
わ
が
国
の
比
較
法
学
会
も
同
(
昭
和
二
五
)
年
に
設
立
さ
れ
た
。

(
5
)

基
礎
研
究
、
民
法
、
公
法
、
刑
法
、
商
法
・
経
済
法
、
無
体
財
産
権
法
、
法
史
お
よ
び
民
族
学
的
法
研
究
の
七
部
門
。

(
6〉
奇
数
年
に
開
か
れ
る
。
各
部
門
ご
と
に
テ
1
7
を
き
め
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
形
式
で
行
な
わ
れ
る
。
国
別
報
告
は
原
則
と
し
て
そ
の
国
の
学
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
点
が
う
ら
や
ま
し
い
。
六
九
年
度
の
総
会
に
は
二
一

O
O名
近
い
学
者
が
内
外
か
ら
出
席
し
、
文
字
通
り
盛
況
を
き
わ
め
た
。
ち
な
み
に
、

日
本
比
較
法
学
会
総
会
出
席
者
は
、
多
い
と
き
で
二

O
O名
前
後
で
あ
る
。

(
7
)

〉号何回円。口

N
C
H
m
R
}
M
E
s
a
-
2
n
r
g聞
が
そ
れ
。
一
九
五
八
年
に
第
一
巻
が
出
た
が
、
今
日
す
で
に
三

O
冊
を
こ
え
る
。
比
較
法
学
会
の
報
告

も
、
こ
の
叢
書
の
中
で
公
表
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
ほ
か
、
基
礎
研
究
部
門
叢
書
と
し
て
、

C
ロ
Z
3
5
7ロロ四
g

E
同
志
吋

m
r
w
z
z
g
mデ

町
内
自
己
ロ

g
何
百

r
z
m
r
z
ロロ

ι
N日
冨
zrD島
r
ι
2
m司
r
z
S同四一巳
nr口
口
問
、
が
あ
り
、
そ
の
第
一
巻
が
何
回
目
?
の
E
E
g同

N
区ロ仏

Z
2
5
5
内昔

日
}
H
E
r
n
y
g
m，

c
z
r
E
G口問

ι宮
司
ユ

S
可

2
Z
P
-
u
g
-
ま
た
外
国
株
式
会
社
法
の
シ
リ
ー
ズ
〉
E
E邑
E
Z
〉
r
z
g湾
指
仲
間
が
、
一
九
五
五

年
以
来
比
較
法
学
会
の
編
集
で
発
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
諸
外
国
の
よ
う
な
、
学
会
発
行
の
機
関
誌
は
な
い
。

(
8
)

ロ
1
7
法
の
継
受
時
代
を
除
け
ば
、
法
学
先
進
国
で
あ
る
ド
イ
ツ
で
は
、
従
来
留
学
と
い
う
現
象
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

(
9〉
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
ヶ
ル
ン
・
バ
ー
ク
レ
ー
法
学
交
流
。

(川

)
Z
R
r司
(
前
号
八
七
頁
注
川
は
〉
に
よ
る
概
観
参
照
。

(
け
)
一
九
五

O
年
頃
の
比
較
法
教
育
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
〉
忌
g
l
N
Z』
唱
え

-
m
R
T
2
2
m
E
n
E口
問
旨
《
凶
2
5
v
g
同

o
n
F
R
E
一E
窓口
R
T
-

一
回
印
N

参
照
。
そ
こ
で
は
両
著
者
は
当
時
の
事
情
に
対
し
批
判
的
で
あ
っ
た
が
、
一

O
年
後
に
デ
レ
は
、
「
今
日
で
は
比
較
法
は
大
学
に
お
い
て
も
喜
ば

論
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し
い
進
歩
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
じ
と
書
く
こ
と
が
で
き
た
。

りと一
p
u
q
F
H
E間
内
同
日
岡
山

R
F
2
2門間
-2口
}E口
問

2
5
骨
三
R
Y
g
m
R
Z
-
s
g
-
∞-

K

H

吋
〉
ロ
ヨ
・

5
0
・
し
か
し
、
筆
者
の
見
聞
に
よ
れ
ば
、

一
般
学
生
の
比
較
法
に
対
す
る
関
心
度
は
低
く
、
必
ず
し
も
楽
観
を
許
さ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
法
学
教
育
論
全
体
の
立
場
か
ら
解

決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
ロ
)
り
さ
0

・
ω
ω
-
0
・
ω
日
∞
・
デ
レ
の
あ
げ
て
い
る
例
と
し
て
は
、
カ
ル
テ
ル
、
男
女
同
権
、
原
子
力
、
商
業
代
理
人
、
著
作
権
、
憲
法
、
刑
法
が
あ

る。

(
門
川
)
ロ
ニ
一
p
p
p
O
ω
ω
ω

コ
デ
レ
は
こ
の
点
で
積
極
的
で
あ
る
。

(
日
同
)
ロ
ザ
一
一
タ

ω
-
P
。・

ω・
ω
吋
同
町
・
デ
レ
の
あ
げ
て
い
る
例
は
(
戦
前
も
含
め
て
て
民
法
で
は
、
権
利
濫
用
論
(
フ
ラ
ン
ス
、
英
米
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
)
、

所
有
権
留
保
(
ア
メ
リ
カ
)
、
ト
ラ
ス
ト
、
即
時
取
得
(
イ
ギ
リ
ス
)
、
一
般
的
人
格
権
(
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
)
で
あ
り
、
国
際
私
法
で
は
、
ラ
l
ベ

ル
の
研
究
、
商
法
で
は
、
法
人
格
否
認
論
、
三
E
l
i『
由
理
論
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
他
、
今
日
で
は
自
動
車
事
故
の
損
害
賠
償
、
製
造
者
責
任
な
ど
、

い
く
ら
で
も
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(3) ドイツにおける比較法の発展
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